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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月

売上高 (千円) ― ― ― ― 1,859,232

経常利益 (千円) ― ― ― ― 163,990

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) ― ― ― ― 12,069

包括利益 (千円) ― ― ― ― 7,009

純資産額 (千円) ― ― ― ― 1,226,039

総資産額 (千円) ― ― ― ― 2,577,696

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― ― 178.81

１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― ― 1.79

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― ― 1.73

自己資本比率 (％) ― ― ― ― 46.9

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 1.0

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 838.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― 41,407

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― △563,917

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― 875,452

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― ― ― ― 1,141,761

従業員数
（外、平均臨時雇用者
数）

(名)
―

（―）
―

（―）
―

（―）
―

（―）
131

（14）
 

(注) １．第22期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月

売上高 (千円) 887,806 983,146 1,237,243 1,375,608 1,497,956

経常利益 (千円) 220,874 249,901 291,924 308,102 223,003

当期純利益 (千円) 139,579 153,828 179,694 176,848 33,568

持分法を適用した
場合の投資損失（△）

(千円) ― ― ― △10,326 ―

資本金 (千円) 135,850 135,850 323,872 334,548 336,214

発行済株式総数 (株) 1,343,400 1,343,400 1,648,300 6,748,400 6,768,000

純資産額 (千円) 409,932 537,610 1,085,950 1,282,421 1,265,164

総資産額 (千円) 575,648 685,381 1,246,642 1,448,340 2,377,926

１株当たり純資産額 (円) 299.67 415.19 168.89 189.49 186.41

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
― ― 20.00 8.00 5.50

（―） （―） （―） （―） （―）

１株当たり
当期純利益金額

(円) 105.91 114.61 28.86 26.37 4.97

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― 26.39 25.13 4.80

自己資本比率 (％) 69.8 81.4 89.3 88.3 53.1

自己資本利益率 (％) 44.7 32.1 21.5 14.8 2.6

株価収益率 (倍) ― ― 28.3 46.0 301.4

配当性向 (％) ― ― 17.3 30.3 110.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 215,222 155,988 240,833 297,904 ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △39,850 △54,135 △166,540 △250,521 ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △28,716 △43,482 342,939 △33,003 ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 286,430 344,802 762,035 776,415 ―

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）

(名)
51

（―）
62

（―）
75

（―）
82

（―）
88

（２）
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(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第19期までの持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在していないため、記載しており

ません。第20期は関連会社が存在しますが、損益等から見て重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の

投資利益は記載しておりません。

３．第19期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社

株式は第19期までは非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

４．第19期までの株価収益率については、当社株式が第19期までは非上場であるため記載しておりません。

５．従業員数は就業人員であります。なお、第21期までの臨時従業員数は、連結経営指標等の平均臨時雇用者数

が従業員数の100分の10未満であるため記載しておりません。

６．平成25年７月20日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行いましたが、第18期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。

また、平成28年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で、平成28年８月１日付で普通株式１株につき

２株の割合で株式分割を行いましたが、第20期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資

産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

７．平成27年12月期の１株当たり配当額20円には、上場及び設立10周年記念配当10円を、平成28年12月期の１株

当たり配当額８円には、東証一部市場変更記念配当４円を含んでおります。　

８．第22期より連結財務諸表を作成しているため、第22期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動による

キャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及

び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
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２ 【沿革】

当社は、平成８年に東京都港区高輪において、販売促進・広報活動の支援を目的とする会社として、現在の株式会

社ショーケース・ティービーの前身である有限会社フューチャーワークスを設立し、平成10年に株式会社へ組織変更

いたしました。

平成17年には、事業拡大及び経営資源の効率化を図るため株式会社フューチャーワークスを存続会社とし株式会社

スマートイメージ（インターネット、Web動画等を活用したプロモーション事業）の吸収合併を行い、商号を「株式会

社ショーケース・ティービー」に変更いたしました。

会社設立以来の主な推移は、以下のとおりであります。

年月 概要

平成８年２月 東京都港区高輪に有限会社フューチャーワークスを設立

平成10年９月 資本金を1,000万円とし株式会社に組織変更

平成10年10月 本店を東京都港区芝浦四丁目12番38号に移転

平成13年４月 本店を東京都港区六本木三丁目４番５－319号に移転

平成14年11月 本店を東京都港区赤坂二丁目16番６号に移転

平成17年11月
株式会社フューチャーワークスを存続会社として、株式会社スマートイメージを吸収合併し、
商号を「株式会社ショーケース・ティービー」に変更

平成18年12月
誘導型のランディングページ(ユーザが初めに閲覧するページ)最適化サービス「ナビキャス
ト」提供開始

平成19年10月 本店を東京都港区赤坂四丁目９番25号に移転

平成20年４月 入力フォームの最適化サービス「フォームアシスト」提供開始

平成22年２月

「フォームアシスト」が「ASP/SaaS/ICTアウトソーシングアワード2010」において『ASP・SaaS
部門Application分野・支援業務系グランプリ』受賞(*1)
「フォームアシスト」の根幹技術である入力フォームでの入力支援・解析技術が特許を取得
(*2)

平成22年11月 ユーザ行動可視化サービス「クリックアナリシス」提供開始

平成22年12月 スマートフォン用入力フォームの最適化サービス「フォームコンバータ」提供開始

平成23年５月 スマートフォンへの表示最適化サービス「スマートフォン・コンバータ」提供開始

平成23年６月 本店を東京都港区赤坂三丁目21番13号に移転

平成23年８月
株式会社ジャパンウェブより主にバスケットゴールの販売を目的とするECサイト
「Basketgoal.com」を事業譲受

平成23年12月
販売促進のための各種企画、制作、コンテンツを受託制作する「コンテンツマネジメント事
業」を事業譲渡

平成24年３月
「スマートフォン・コンバータ」、「フォームコンバータ」の根幹技術であるスマートフォン
変換技術が特許を取得(*3)

平成24年８月 「ナビキャスト」の根幹技術であるサイト内誘導最適化技術が特許を取得(*4)

平成24年９月 株式会社ダンゴネットより不動産Webサイトコンテンツ管理システム「仲介名人」の事業譲受

平成24年10月
「スマートフォン・コンバータ」、「フォームコンバータ」の根幹技術であるスマートフォン
変換技術が米国特許を取得(*3)

平成25年２月 スマートフォンユーザの行動可視化サービス「スマートフォン・アナリシス」提供開始

平成25年３月 プライバシーマーク（登録番号17001485(01)号）を取得

平成25年４月
「スマートフォン・コンバータ」、「フォームコンバータ」の根幹技術であるスマートフォン
変換技術がシンガポール特許を取得(*3)
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年月 概要

平成25年４月
「スマートフォン・コンバータ」、「フォームコンバータ」の根幹技術であるスマートフォン
変換技術がブルネイ特許を取得(*3)

平成25年６月 ISMS（ISO27001：情報セキュリティマネジメントシステム）認証を取得

平成25年９月 「スマートフォン・コンバータ」がASP・SaaS・クラウドアワード2013で先進技術賞を受賞

平成25年９月 One to Oneマーケティングツール「サイト・パーソナライザ」提供開始(*5)

平成25年11月
「サイト・パーソナライザ」の根幹技術である、Webページに表示されている情報をもとに個別
バナーを出し分ける技術が特許を取得(*6)

平成26年３月
株式会社アップグレードより来客促進用クーポンの配信等を行うスマートフォンアプリ管理シ
ステム「SHOP UP」（現「Go!Store」）を事業譲受

平成26年５月 来客促進用クーポンの配信等を行うスマートフォンアプリ管理システム「Go!Store」提供開始

平成27年２月 見込みの高いユーザ層に絞り広告配信する「ナビキャストAd」提供開始

平成27年３月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

平成27年８月 スマートフォン用ナビゲーションツール「スマートリンク」提供開始

平成27年10月 入力フォームのオートコンプリートに関する特許を取得(*7)

平成28年４月 独自DMP(*8)サービス「ZUNOH」提供開始

平成28年８月 モバイル端末を使った個人情報の暗号化に関する技術特許を取得(*9)

平成28年10月 スマートフォン変換技術でマレーシア特許を取得(*3)

平成28年12月 東京証券取引所市場第一部へ市場変更

平成29年１月 入力レスでログインが可能となる認証処理共通化システムに関する特許を取得(*10)

平成29年３月 マーケティング初心者でもデータ解析を手軽に行える「Audience Insight」を提供開始

平成29年４月 当社の子会社である株式会社アクルとイープロテクト株式会社が合併

平成29年４月 デザインモバイルコンテンツの企画・制作を行う株式会社インクルーズを子会社化

平成29年５月
株式会社オープンランウェイズのVR事業を譲り受け、Webソリューション事業におけるVRサービ
スの展開を強化

平成29年５月 カスタマーコミュニケーションツール「ビューアシスト」提供開始

平成29年６月 AI広告配信サービス「コグニ・ターゲティング」提供開始

平成29年６月 滋賀大学とビッグデータ分析で提携

平成29年７月 オンデマンド出版サービスを提供するgalaxy株式会社を子会社化

平成29年７月 コンサルティングサービス「フォーム グロース」提供開始

平成29年８月 ベンチャーキャピタル事業の子会社「株式会社Showcase Capital」設立

平成29年９月 日本移動体通信株式会社のスマートフォン購入検討者向けアフィリエイト広告事業を譲り受け

平成29年10月 日本移動体通信株式会社の女性向けライフスタイル情報メディア運用事業を譲り受け

平成29年11月 リターゲティングサービス「フォームアシストAd」提供開始

平成29年11月 カスタマーコミュニケーションツール「ビューアシスト」がスマートフォンに対応

平成30年１月 株式会社レーザービームのBPO事業、RPO事業を譲り受け
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(*1)「ASP/SaaS/ICTアウトソーシングアワード2010」とは、日本国内でもっとも優秀かつ社会に有益なASP・SaaS・

ICTアウトソーシングを実現しているアプリケーション・コンテンツ提供・その他のオンデマンドサービスなど

の、ネットワークを活用したICTサービス全般について表彰するものです。

(*2)ASP方式による入力フォームにおいての入力支援(文字属性に応じたアラート表示や必須項目のカラーリング処理

など)や、離脱率算出などを行うログ分析の技術

(*3)PCサイトのHTMLを要素ごとに分割し、サイトを閲覧する端末の種類を判別して、リアルタイムにスマートフォン

に対して変換表示する技術

(*4)アクセスするユーザの属性(検索キーワード、訪問回数、エリア)や時間により設定されたフローティングバナー

を自動生成し、ページの異なる位置に配信する技術

(*5)One to Oneマーケティングとは、顧客一人ひとりの嗜好にあわせて展開するマーケティング活動のこと。顧客一

人ひとりの属性や嗜好、購買履歴などから個別に最適化された、いわゆるパーソナライズ化されたマーケティン

グ活動を展開する手法

(*6)データベースに含まれている情報とはシステム的な連携をせず、Webページに表示されている情報をもとに個別バ

ナーを出し分ける技術

(*7)ドメインの異なるWebサイト間で氏名や住所などを自動入力（オートコンプリート）する技術

(*8)DMP（Data Management Platform）とは、インターネット上の様々なサーバに蓄積されるビックデータやWeb

サイト内のログデータなどを一元管理、分析し、広告配信等に活用するためのプラットフォームのことです。

(*9)「データ管理システム、データ管理プログラム、通信端末およびデータ管理サーバ」が端末を所有する特定の個

人しかデータが閲覧できないよう暗号化する技術

(*10)ユーザがスマートフォンを利用して様々なウェブサイトでログインする際に、LINE（ライン）などユーザがすで

に利用しているSNSアプリからの認証によって、IDやパスワードを入力することなく、セキュアにログインできる

特許技術
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３ 【事業の内容】

当社は、「豊かなネット社会を創る」という企業理念のもと、インターネットに「おもてなし」の機能を自動的に

提供することで、すべての人にとってWebサイトを「見やすく、わかりやすく、入力しやすく」することを目的に事業

を展開しております。また、先進技術を駆使して「おもてなしの心」をインターネットに掛け合わせることで、一人

ひとりの利用者に、さらなる快適さ （優しさ、楽しさ、愛らしさ） を提供し豊かなネット社会の実現を目指してい

ます。

 

当社は３つのセグメントにおいて事業を展開しております。１つ目のeマーケティング事業では、Webサイト最適化

技術により成約率を高めるクラウドサービス「ナビキャストシリーズ」と、セキュリティ関連のクラウドサービス

「ProTechシリーズ」の提供、DMPサービス「ZUNOH（ズノウ）」及びこれを活用した広告関連サービスを提供しており

ます。２つ目のWebソリューション事業では、スマートフォンアプリ関連サービス、ECサイト運営、不動産業向けサー

ビスを主に提供しております。３つ目の投資事業では、インターネット、モバイル分野におけるベンチャーキャピタ

ル投資、その他投資付帯事業を行っています。

なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５　経理の状況　１　連結

財務諸表等　（1）連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」をご参照ください。

 
セグメント名称 主要な事業及びサービス

（１）eマーケティング事業

①ナビキャストシリーズ

②ProTechシリーズ

③DMP・広告関連サービス

（２）Webソリューション事業

①スマートフォンアプリ関連サービス

②ECサイト運営

③不動産業向けサービス

（３）投資事業
①ベンチャーキャピタル投資

②そのほか投資付帯事業
 

 
(1) eマーケティング事業

①ナビキャストシリーズ

「ナビキャストシリーズ」は、Webサイト最適化技術により企業の運営するWebサイトの成約（コンバージョ

ン）率を高めるクラウドサービスです。主なサービスはPC用画面をスマートフォン用画面に自動変換する「ス

マートフォン・コンバータ」、スマートフォンユーザの導線を最適化する「スマートリンク」、ユーザの属性・

行動履歴・嗜好などにあわせて自動的にWebサイト内の表示を最適化する「サイト・パーソナライザ」、入力

フォーム画面でユーザの入力を支援する「フォームアシスト」などです。

　

②DMP・広告関連サービス

DMP・広告関連サービスは、ナビキャストシリーズの提供により得られたユーザの属性情報を蓄積・連携できる

DMPサービス「ZUNOH（ズノウ）」と、「ZUNOH（ズノウ）」と連携して、精度の高い広告を配信する運用広告関連

サービスを提供しております。

　

③ProTech（プロテック）シリーズ

「ProTech（プロテック）」シリーズは、Webサイトにおける各種不正行為を検知、 防止することでユーザ並び

にWebサイト運営者の保護を目的としたセキュリティクラウドサービスです。主なサービスは、メールアドレスや

IPアドレス等の情報から不正なログインを検知する「Fraud Protect」、フィッシングサイト生成時のリアルタイ

ム検知、警告、ユーザ送信ブロック、ログ記録を行う「Anti-Phishing」です。
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（２）Webソリューション事業

①スマートフォンアプリ関連サービス

スマートフォンアプリ関連サービスは、主に２つのサービスを提供しております。1つ目は、博物館や美術館な

どの学術施設や企画展覧会、エンターテイメント施設をはじめとする観光施設などで利用できる、オーディオガ

イドアプリを作成・運用できるサービス「Audio guide Q」です。２つ目は、スーパーマーケットやアパレルなど

の店舗向けに、クーポン配信や、近くの店舗検索、電子チラシ配信などの機能を活用したスマートフォンアプリ

を作成・運営できるクラウドサービス「Go!Store!」です。

 
②ECサイト運営

ECサイト運営は、eマーケティング事業で提供する「ナビキャストシリーズ」や当社独自のWebマーケティング

に関するノウハウを活用して、バスケットゴール専門のオンラインショップ「Basketgoal.com」を運営しており

ましたが、事業の選択と集中を行うため、平成29年12月26日をもって運営を終了しております。

　

③不動産業向けサービス

不動産業向けサービスは、不動産会社専用のWebサイトコンテンツ管理システム「仲介名人」を提供しておりま

す。Webサイトの構築にかかる手間を抑え、大手不動産ポータルサイトへの広告出稿にも連動するなど、運用のコ

ストも抑えることができる費用対効果の高いサービスです。

 
（３）投資事業

　　　　当社と事業シナジーが見込めるAI、Fintech、VR／AR、モバイルコンテンツなどの分野でユニークな技術・ノウ

　　　ハウを持つ国内外のベンチャー企業を対象に投資事業を行っています。
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当社グループの事業の系統図は次のとおりであります。

［事業系統図］
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(連結子会社)      

株式会社インクルーズ
（注）２、４

東京都渋谷区 11,000
モバイルコンテンツ
事業

42.0
[58.0]

役員の兼務有
り

株式会社アクル
（注）２

東京都港区 11,130 フィンテック事業
28.9
[36.9]

役員の兼務有
り　

galaxy株式会社 大阪府大阪市西区 10,000
出版ソリューション
事業

100 　　　―

株式会社Showcase Capital
（注）３

東京都港区 10,000 投資事業 100
役員の兼務有
り

(持分法適用関連会社)      

株式会社アンジー 東京都千代田区 20,000
スマートフォン向け
アプリ企画制作

28.6 　　　―

 

　（注）１．「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の[外書]は、緊密な者等の所有割合であります。

２．議決権の所有割合は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。

３．債務超過会社であり、平成29年12月末時点で債務超過額は92,711千円であります。

４．株式会社インクルーズについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割

合が10％を超えております。

主要な損益情報等 ① 売上高    218,249 千円

② 経常利益   21,869 〃

③ 当期純利益  9,021 〃

④ 純資産額   24,327 〃

⑤ 総資産額  194,976 〃
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　　平成29年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

eマーケティング事業
66

（12）

Webソリューション事業
25

（―）

投資事業
―

（―）

全社（共通）
40

（２）

合計
131

（14）
 

 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当連結会計年度の平均人員を（　）数で記載しております。

 

(2) 提出会社の状況

　　平成29年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

88 33.7 3.8 4,860
 

 

セグメントの名称 従業員数(名)

eマーケティング事業
42

（―）

Webソリューション事業
6

（―）

全社(共通)
40

（２）

合計
88

（２）
 

 

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当事業年度の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 
(3) 労働組合の状況

該当事項はありません。

なお、労使関係については円満な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との対比の記載はしてお

りません。

(1) 業績

当連結会計年度における我が国経済は、力強さを欠くものの緩やかな持ち直し基調にあります。企業収益が良

好に推移し、雇用所得環境も改善が見られます。政府による大規模な経済対策の景気押し上げ効果は、想定通り

に効果が顕在するかについては不透明な面もあるものの、今後は景気回復基調が継続すると考えられます。

このような中、当社グループにとっての当連結会計年度における事業環境は、インターネット広告市場が前年

比13.0％増の１兆 3,100億円と順調に拡大し、広告費全体の20.8％を占めるまでに成長しました（注１）。世界

的にもデジタル広告へのシフトが加速しており、平成30年にはデジタル広告がテレビを抜いて最大の広告メディ

アになり、デジタル広告の中でもモバイル広告のシェアがパソコン広告を上回ると言われております（注２）。

また、EC市場につきましては、スマートフォンやタブレット端末の普及・進化に伴い、企業のECビジネス展開が

加速しており、平成28年国内BtoC-EC市場は、前年比109.9％の15.1兆円まで拡大しております。また、全ての商

取引に対する電子商取引の割合であるEC化率は、BtoC-ECで5.4％（注３）であり、伸びしろが大いにある分野で

あります。

 
（注１） 電通「2016年日本の広告費」

（注２） 電通「世界の広告費成長率予測」

（注３） 経済産業省「平成28年我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）報告書」

 
これに伴い、当社はオンラインビジネスのコンバージョン率（成約率）UPを実現する、Webマーケティング支援

を中心とした事業展開を行っております。具体的には、特許技術（国内外）を活用したクラウド型のWebサイト最

適化サービス「ナビキャストシリーズ」の提供や、Webサイトにおける不正アクセスなどに対するセキュリティ強

化を目的とした「ProTech（プロテック）シリーズ」の提供をしております。また、「ナビキャストシリーズ」や

「ProTech（プロテック）シリーズ」から得られるデータを蓄積し、より精度の高いマーケティング施策を可能と

するDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）サービス「ZUNOH」を提供し、「ZUNOH」を活用したデータ

解析サービス「Audience Insight（オーディエンス インサイト）」の提供と運用型広告事業の展開、その他、ス

マートフォンアプリサービスや最新テクノロジーを取り込んだサービスの開発と提供を行うことで、Webマーケ

ティングの課題を統合的に解決する価値の高いサービスを提供しております。

また当連結会計年度において、子会社である株式会社アクルとイープロテクト株式会社の合併と、株式会社イ

ンクルーズとgalaxy株式会社の株式取得による子会社化を行い、第２四半期より連結決算を開始しております。

また、日本移動体通信株式会社からの事業譲受、ベンチャーキャピタル事業を手掛ける株式会社Showcase

Capitalを設立するなど、M＆Aや資本業務提携などの投資を積極的に行ってまいりました。これに伴い、第３四半

期より、投資事業を報告セグメントに追加しております。

このような状況のもと、当連結会計年度における売上高は1,859,232千円、営業利益は191,589千円、経常利益

は163,990千円、親会社株主に帰属する当期純利益は12,069千円となりました。

なお、セグメント別の状況は以下のとおりであります。

　

＜eマーケティング事業＞

（ナビキャストシリーズ）

Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」については、主力サービスである入力

フォーム最適化の「フォームアシスト」、Web接客を行う「サイト・パーソナライザ」、スマートフォンユーザの

導線を改善する「スマートリンク」を中心に売上を拡大いたしました。また当連結会計年度においては、画面共

有によるカスタマーコミュニケーション支援サービス「ナビキャスト ビューアシスト」と、入力フォームのA/B

テストによるコンサルティングサービス「Form Groth(フォームグロース)」をリリースいたしました。どちらも

大口の顧客での導入やOEM提供により売上に大きく貢献いたしました。「ナビキャストシリーズ」に関しては、来

期以降も継続的な機能拡張などにより引き続き売上拡大が期待されます。
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（DMP・広告関連サービス）

DMP・広告関連サービスについては、DMPサービス「ZUNOH」に蓄積されたデータと連携した「ナビキャストAd」

などの運用広告関連サービスがその精度の高さから、引き続き顧客の高い評価を得ております。また当連結会計

年度においては、「ZUNOH」とAIを活用して成約確度の高い潜在顧客を抽出して広告配信を行う「Cogni-

Targeting（コグニ・ターゲティング）」のリリース、滋賀大学とのDMPサービス「ZUNOH」を中心としたビッグ

データ分析の提携、「ZUNOH」を活用したサイト来訪者の属性や行動履歴などを分析するサービス「Audience

Insight」のリリース、ユナイテッド株式会社が提供するスマートフォン特化型広告配信プラットフォーム

「Bypass」とのデータ連携等、「ZUNOH」の活用に広がりを見せております。
　

（ProTechシリーズ）

当連結会計年度において、入力されたメールアドレスの存在をリアルタイムでチェックするクラウドサービス

「ProTech Mail Checker（プロテック メール チェッカー）」をリリースし、「ナビキャストシリーズ」の既存

顧客である金融機関やECサイトを中心に導入が進み、売上を大きく拡大しております。

　

（メディア運用）

日本移動体通信株式会社より平成29年９月にスマートフォンの購入に役立つ記事を掲載している「スマホの教

科書」を、同年10月には女性向けライフスタイル情報メディア「Findy（フィンディ）」の譲り受けを行いまし

た。どちらも少人数体制での運用体制が構築されていることから、利益率の高いサービスとなっており、収益に

貢献いたしました。

　

（Fintech）

Fintech分野に特化したソリューションを提供する株式会社アクルは当連結会計年度において、ソフトバンク・

ペイメント・サービス株式会社等の多くの決済サービス提供事業者と不正対策分野における業務提携を行いまし

た。これにより顧客数の増加と売上拡大が進みました。

　

（パーソナルブランディング）

パーソナルブランディング支援を行うgalaxy株式会社は、お客様のご要望に応じて書籍を１冊からでも印刷・

流通に乗せることができるAmazon POD（アマゾン プリント・オン・デマンド）や、電子書籍サイトへの配信を行

うなどの出版ソリューション「Galaxy Books」を提供し、個人事業主や中小企業経営者のブランディングを支援

しております。POD市場については、楽天ブックスがPODに進出するなど、市場自体も今後大きな伸びが期待され

ています。

当連結会計年度においては、東京・大阪・名古屋を中心に積極的な営業展開を実施することで順調に顧客数を

増やし、売上増加に寄与いたしました。

　

以上の結果、eマーケティング事業全体における売上高は1,463,317千円となり、セグメント利益（営業利益）

は765,921千円となりました。

 
　＜Webソリューション事業＞

（スマートフォンアプリ）

当連結会計年度においてはクラウド型多言語オーディオガイドアプリシステム「Audio guide Q」が「星の王子

さまミュージアム 箱根サン=テグジュペリ」で採用され、平成30年に美術館や博物館への実装可能な案件が決定

しております。また、美術館や博物館だけではなく、エンターテインメントイベントでの利用が決定するなど

「Audio guide Q」活用の多様化が進んでおります。

　

（EC）

バスケットゴール専門のECサイトである「Basketgoal.com」については、前期と比べてほぼ横ばいとなってお

ります。なお、本サイトの運営に関しては、事業の選択と集中を行うため、平成29年12月26日をもって運営を終

了しております。
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（不動産業向けサービス）

不動産Webサイト管理システムである「仲介名人」については、前期と比べてほぼ横ばいとなっております。VR

新築見学システム「SHOWRISE」と物件内覧システム「3Dオープンハウス」に関しては、引き続き大手不動産会社

を中心とした営業活動を行うことで収益化を目指してまいります。

不動産業向けサービスは、平成29年11月に子会社である株式会社Showcase Capitalを通じて出資した株式会社

スペースエージェントとのシステム連携・協業を予定しております。

　

（コンテンツサービス）

株式会社インクルーズが手掛けるきせかえ課金事業は、約120社を超える有名IP（知的財産）との提携実績を武

器に「３キャリア公式月額課金サービス」に加え、「３キャリア公式取り放題月額課金サービス」も順調に伸

び、安定的な収益を確保しております。また、ゲームデザイン制作支援事業は、ソーシャルゲーム市場の伸びと

連動し、クライアント社数も60社を超え、売上・利益に大きく貢献しております。

また、全世界で242万ダウンロード、スタンプ送受信数25億回を突破したインクルーズ社配信のLINEスタンプ

「めんトリ」は、国内においては全国のアミューズメント施設におけるプライズ景品化や着ぐるみによる各種イ

ベントへの出演、また、多数のキャラクターとのコラボ展開やアニメ化などによって、平成29年末時点での商品

化実績は300種類を超え、LINEスタンプの枠を超えた展開をしております。

国外においても、台湾で「FamilyMart」3,122店のキャンペーンキャラクターに採用されたのを皮切りに、台湾

１位の通信キャリア「中華電信」を含む４社の大手企業から無料広告スタンプに採用され、トップクラスのシェ

アを誇るお菓子のパッケージや、電子マネーカードに採用されるなど、活躍の幅を広げています。また、カカオ

トークやWeChat向けにスタンプ配信を行うなど、台湾だけでなく韓国や中国でも広がりをみせ、国内外での認知

度を格段に向上いたしました。

また、新規事業であるコンテンツ・アグリゲーション事業の第１弾として平成29年12月より「オンデマンドプ

リントEC事業」を開始いたしました。今後は、インクルーズ社の提携する約120社の有名IPに加え、有名アーティ

スト、有名声優との提携を拡大する予定です。

　

以上の結果、Webソリューション事業全体における売上高は395,914千円、セグメント利益（営業利益）は1,322

千円となりました。

 
＜投資事業＞

当社は、AI、Fintech、VR／AR、モバイルコンテンツなど様々な分野においてユニークな技術ノウハウを持つス

タートアップとのM＆Aや資本業務提携などを実施してまいりましたが、今後、国内外のスタートアップに対し

て、より機動的かつ積極的に投資を行う環境を整えるため、コーポレートベンチャーキャピタルである株式会社

Showcase Capitalを平成29年８月に設立いたしました。

当連結会計年度においては、FREETELブランドでスマートフォンの製造・販売を手掛けるプラスワン・マーケ

ティング株式会社、サブスクリプションビジネス支援ソリューションを提供するビープラッツ株式会社、位置情

報ゲームサービスを提供するリアルワールドゲームス株式会社、民泊物件サイト「民泊物件.com」を運営する株

式会社スペースエージェント、AI（人工知能）による 自動記事作成サービスを提供するイスラエルの企業

Articoolo Research Ltd.などへ積極的な投資を実行してまいりました。

しかしながら、プラスワン・マーケティング社が平成29年12月に民事再生申立を行ったことから、営業投資有

価証券の減損処理を行うことになりました。

　

以上の結果、投資事業全体におけるセグメント損失（営業損失）は101,227千円となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高は、1,141,761千円となりまし

た。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、41,407千円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益85,162千

円、減価償却費77,919千円、のれん償却費45,372千円であります。主な減少要因は、営業投資有価証券の増加によ

る資金流出174,561千円、法人税等の支払額91,367千円であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、563,917千円となりました。主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出

83,573千円、投資有価証券の取得による支出73,535千円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

157,606千円、事業譲受による支出271,480千円であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、875,452千円となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額200,110千

円、長期借入れによる収入800,000千円であります。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出76,547千円、

配当金の支払額53,702千円であります。

　

 
２ 【生産、受注及び販売の状況】

当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比については記載しておりません。

 
(1) 生産実績

当社グループは、生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(2) 受注実績

当社グループのサービスは、受注から納品までの期間がきわめて短いため、記載を省略しております。

 

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

eマーケティング事業 1,463,317 ―

Webソリューション事業 395,914 ―

投資事業 ― ―

合計 1,859,232 ―
 

 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　　　　当社は、顧客企業が既に持っているWebサイトやコンテンツを最大限に有効活用しながら、「豊かなネット社会

　　　を創る」という企業理念に基づき、インターネットに「おもてなし」の機能を付加することで「見やすく、わか

　　　りやすく、入力しやすく」するサービスを提供しております。

　　　　今後はWebマーケティング企業としては勿論のこと、多様な人々のニーズに応え課題解決が可能なテクノロジー

　　　カンパニーとして、パフォーマンスの高いサービスを開発・提供し、顧客からの信頼を向上させ、収益基盤をよ

　　　り強化する必要があると認識しております。そのために、当社は、以下の９点を主な経営の課題として認識して

　　　おります。

 
(1)既存事業の収益の拡大

　　　　当社グループは現在、eマーケティング事業とWebソリューション事業が主な収益基盤の事業となっております

　　　が、これらの事業の安定的・継続的な発展が不可欠なものであると考えております。そのためにも継続的なユー

　　　ザビリティの改善、安定的なサービス提供が必須であります。今後、機能面において継続的な改善、また、保守

　　　管理体制の強化により、更に信頼性を高め既存事業の収益基盤の拡大を行ってまいります。

　

　

(2)知名度の向上

　　　当社グループは、収益基盤強化のため、Webマーケティングの最適化に資する「ナビキャストシリーズ」やその

　　他サービスや子会社の知名度の向上を図ることが必要であり、これらの知名度向上は新規の顧客開拓や優秀な人

　　材の確保に寄与するものと考えております。当社グループとしましては、積極的な広報活動やマーケティングを

　　実施することにより知名度向上を目指してまいります。

 
 

(3)新規事業及び新商品開発による収益基盤の拡大

当社グループは、急激な事業環境の変化に対応し、競合他社に比して更なる収益の拡大を図るために、事業規

模の拡大 と新たな収益源の確保が必須であると考えております。このために、業界の動向を注視しつつ、また、

クライアントの潜在需要をいち早く読み取り、社内の商品戦略会議の活用やオープン・イノベーションへの取り

組み強化、出資先企業との協業によって、新規事業及び新商品開発に積極的に取り組むことで、更なる収益基盤

の拡大を行ってまいります。

　

　(4)グローバル展開への対応

　当社グループは、今後の収益拡大を目指す上で、グローバルな事業展開への対応が必要不可欠と考えておりま

す。当社の既存顧客の中には、海外に進出している大手企業が多いことから、このような顧客が海外でも使用で

きるサービスを提供することが必要と考えております。そして、グローバル展開を本格化する上で、諸外国にお

ける特許取得の推進、知的財産権の確保、海外企業への出資を通じたアライアンス展開等を積極的に実施してま

いります。

 
(5)投資事業の精度向上について

当社は、今後の新規事業展開やグローバル展開を加速させていく上で、投資事業は必要と考えており、今後も

積極的な投資活動を行っていく方針でございます。このため、投資事業の精度向上は必要不可欠であり、投資事

業に関する専門業者からの支援と、投資検討委員会や取締役会を経た検討フローのより厳重化を実施し、精度向

上に努めてまいります。
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　(6)システムの堅牢性と安定性の確保

　当社グループは、インターネットを通じてサービスを提供することを主な事業としており、強固なセキュリ

ティを確保しつつ安定的なサービス提供を確保するにはサービス提供に係るシステムの安定的な稼働が重要であ

ると認識しております。このため、データセンター、およびクラウドコンピューティングにおけるセキュリティ

対策、サーバの稼働、常時監視、利用者数の増加に伴う負荷分散を行っておりますが、引き続き、更なるシステ

ム管理やシステム基盤の強化に努めてまいります。

 
(7)技術革新への対応

当社グループは、新たなインターネット端末等の技術革新に対して適時に対応を進めることが、事業展開上重

要な要素 であると認識しております。当社としましては、業界内の主要ベンダーや技術コミュニティから発せら

れる最新情報を定期的に入手し、自社製品に迅速に反映することでサービスの先進性や安定性を確保していく方

針であります。また、グループ間連携の強化や、オープン・イノベーションへの取り組みに注力する事で、技術

革新に対応できる体制強化に取り組んでまいります。

 
(8)人材の確保

　　　　当社グループが、今後更に事業を拡大していくためには、優秀な人材の確保と育成が必要不可欠であると考え

　　　ております。特に技術者の採用においては、他社との獲得競争が激しさを増し、今後も安定した人材確保には厳

　　　しい状況が続くものと思われます。当社としましては、採用における競争力の強化を図るとともに、魅力のある

　　　職場環境を構築し、社員の能力やモチベーション向上に資するため、研修制度の強化、福利厚生の充実、人事制

　　　度の整備・運用を進めてまいります。

 
(9)内部管理体制の強化

　　　　当社グループは、更なる事業拡大、継続的な成長を遂げるためには、コンプライアンス体制の強化と、確固た

　　　る内部管 理体制構築を通じた業務の標準化と効率化の徹底を図ることが重要であると考えております。 当社グ

　　　ループとしましては、内部統制の環境を適正に整備し、コーポレート・ガバナンスを充実させることによって、

　　　内部管理体制の強化を図り、企業価値の最大化に努めてまいります。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

る事項を以下に記載しております。以下の記載のうち将来に関する事項については、本書提出日現在において、当

社グループが判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありませ

ん。

 

(1)事業内容等に関するリスク　

①システムに関するリスクについて

当社グループが展開する事業は、インターネット環境を通じてサービス提供を行うことが主体となっておりま

す。その為、サービスを安定的に供給するために、耐震構造を備えたデータセンター及び、クラウドコンピュー

ティングサービスへのサーバの設置、定期的なバックアップ、稼働状況の常時監視、脆弱性診断等により、シス

テムトラブルの事前防止及び回避に努めております。しかしながら、自然災害や事故などにより通信ネットワー

クが遮断又は障害が生じた場合、また、急激なアクセス増加による負荷の増大によってサーバが停止した場合に

は、当社グループがサービスを提供することができなくなり、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能

性があります。

 
②知的財産権について

当社グループは、積極的な知的財産権の取得に努めております。また、第三者の知的財産権を侵害することの

ないよう、顧問弁護士等に事前調査等を委託しております。しかしながら、当社グループの知的財産権が侵害さ

れた場合、ま た、当社グループが第三者より知的財産権の侵害を主張する訴訟を提起された場合には、問題解決

に多額の費用と時間がかかることが予想されるため、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があり

ます。

 
(2)事業環境等に関するリスク　

①インターネット関連市場について

当社グループは、Webマーケティングに関連したサービスの提供を中核事業としており、当社グループ事業の拡

大においてはインターネット関連市場の更なる拡大が必要であると考えております。 しかしながら、インター

ネット関連市場に対する新たな規制や技術革新等の要因により、市場の拡大が困難となった場合には、当社グ

ループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 

②競合他社の動向について

当社グループが展開する事業の中核であるWebマーケティングに関連したサービス提供に関しては、順調に市場

を開拓しております。自社で蓄積されたノウハウや、サービスの技術的開発力、市場ニーズをいち早く汲み取る

こと等によって、サービスの優位性を更に強化してまいりますが、市場ニーズの的確な把握が困難となった場合

や新規参入企業との競争が 激化した場合においては、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があり

ます。

 
③技術革新について

当社グループは、インターネット関連分野において事業を展開しておりますが、当該分野においては新技術及

び新サービスの開発が急速に拡大しております。そのため、当社グループでは業界の動向を注視しつつ、自社開

発によって蓄積されたノウハウとクライアントのニーズをいち早くサービスに反映させるべく、このような技術

革新に対応できる開発体制を敷いております。 しかしながら、今後の技術革新への対応が遅れた場合や予期しな

い技術革新等があった場合は、当社グループが提供するサービスの競争力が相対的に低下し、当社グループの事

業及び業績に影響を与える可能性があります。
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④法的規制について

当社グループの事業を規制する主な法規則として「電気通信事業法」、「特定電気通信役務提供者の損害賠償

責任の制限及び発信情報の開示に関する法律」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」及び「特定電子

メールの送信の適正化等に関する法律」があります。

　近年、インターネット上のトラブルへの対応として、インターネット関連事業を規制する法令は徐々に整備さ

れてきており、今後、インターネットの利用や関連するサービス及びインターネット関連事業を営む事業者を規

制対象とする新たな法令等の規制や既存法令等の解釈変更がなされた場合には、当社グループ事業が成約をうけ

る可能性があります。その場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります

 また、個人情報の取扱いなどについては、「個人情報の保護に関する法律」等が存在しておりますが、当社グ

ループでは、プライバシーマーク、ISMS（ISO27001：情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を取得し

ており、書類の管理体制を強化、また、機密情報を含むデータについては、外部よりアクセスを遮断し、担当部

門における一元管理を徹底するなど、細心の注意を払い、関連諸法令順守に努め、情報漏洩防止に 取り組んでお

ります。しかしながら、将来的に当社グループの事業に関連する分野において、規制の改廃や新たな法律等の制

定・施行によって当社グループの行う事業が制約を受けたり、新たな対応を余儀なくされたりする可能性があり

ます。このような場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
⑤コア事業への依存について

当社グループは、eマーケティング事業がコア事業であり、収益の多くは当事業に附帯するものであります。当

社グループは、当事業におけるサービスが広く普及し、より多く活用されることが事業規模拡大の基本的な前提

条件である と考えており、引き続きのサービスの普及、そして当事業拡大に積極的に取り組んでまいります。一

方、当事業に連携又は関連する新規サービスの開発・提供やＭ＆Ａや資本業務提携等を通じて、サービスの多様

化と高付加価値化に取り組みつつ、当事業単体への過度の依存を解消する取組を継続的に展開してまいります。

しかしながら、当社グループが予測しない技術革新、社会情勢の変化、経営判断の誤謬等によって、想定するよ

うに当サービスの普及が進まない、あるいは、新規サービスが利用されないなどの場合には、当社グループの事

業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
⑥Ｍ＆Ａや投資活動について

当社グループは、今後も引き続き新規事業の立ち上げ、既存の事業の拡大、人員確保などを目的として、Ｍ＆

Ａや子会社の設立、国内外のスタートアップへの出資など、積極的な投資活動を継続していく方針であります。

これらの投資活動に伴い当該投資先が連結対象に加わった場合、マイナスの影響が発生するなど、当社グループ

の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが投資時点においてその想定した通り

に 投資先が事業を展開できない場合、投資活動に伴い発生したのれん、有形固定資産、無形資産、株式などの金

融資産の減損損失が発生するなど、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。このほ

か、当社の個別決算では、これらの投資活動に伴って取得した出資持分などを含む資産の価値が下落した場合、

評価損が発生し、業績や分配可能額に影響を及ぼす可能性があります。このほか、投資先が内部統制上の問題を

抱えていたり、法令に違反する行為を行っていたりする可能性があります。投資後にそうした問題や行為を早期

に是正できない場合、当社グループの信頼性や企業イメージが低下したり、 当社グループの業績や財政状態に影

響を及ぼしたりする可能性があります。

 
⑦子会社などに対する支援ついて

当社グループは、必要と判断した場合に限り子会社などに対して、融資や債務保証などの支援を行う事があり

ます。当社グループが買収した時点で想定した通りに事業展開できない、他の子会社などとの間で十分なシナ

ジー（相乗効果）を創出できない、または事業展開のために想定以上の資金が必要となった場合等に、融資など

の支援を行う可能性があります。支援した子会社などが当社グループの期待通りに事業を展開できない場合、当

社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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⑧大規模災害等について

当社グループの本店所在地がある首都圏において、大地震等の自然災害及び火災等により、設備の損壊や電力

供給の制限等の不測の事態が発生した場合は、当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があり

ます。

 
(3)組織体制に関するリスク

①特定の人物への依存について

当社の代表取締役社長である森雅弘、取締役副社長である永田豊志の両氏は、Webマーケティングに関するノウ

ハウや新規事業の立案、業界での情報収集等に関して豊富な知識と経験を有しており、当社グループの事業運営

において重要な役割を果たしております。当社グループでは両氏に過度に依存しないように、経営体制の整備、

権限移譲及び次代を担う人材の育成強化を進めてまいりました。しかしながら、何らかの理由により両氏による

事業運営が困難となった場合、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
②小規模組織であること及び人材の確保や育成について

当社グループは、小規模組織であり、内部管理体制も現状の規模に応じたものとなっております。 当社グルー

プが今後の更なる事業拡大を図るためには、営業、開発、管理をはじめとする部門において、優秀な人材の確保

と育成が必要不可欠であると認識しております。そのため、積極的な採用活動への注力及び社内教育体制の構築

等、優秀な人材の確保及び育成に努めております。しかしながら、計画どおりに人材の採用や育成、又は、事業

拡大に応じた管理体制の構築が進まなかった場合、当社グループの事業拡大の制約要因となり、当社グループの

事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 
③情報セキュリティの管理について

当社グループは、事業展開していく上で必要な顧客情報の取得に対応し、プライバシーマーク、ISMS

（ISO27001：情報セキュリティマネジメントシステム）の認証を取得しております。また、個人情報保護規程及

び情報セキュリティ管理規程を制定し、その遵守とともに情報管理体制の整備強化に努めております。 しかしな

がら、不測の事態により顧客の個人情報や重要情報が外部へ流出した場合、第三者に損害が生じ、また、当社グ

ループの信頼性が低下することにより、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

当社グループは、急激な事業環境の変化や、競合他社に比して更なる収益の拡大を図るために、利用者ニーズの

急激な変化をいち早く察知し、新たな技術・サービスを提供することが必須であると考えております。そこで、当

社グループでは、この急激な変化に柔軟に対応しつつ顧客満足度の向上を目指すため、以下に掲げる研究開発活動

を行っております。

 
(1)eマーケティング事業及びWebソリューション事業

新サービス及び既存サービス機能強化に関する研究開発

　

(2)全社共通

業務効率化向上等のための自社利用ソフトウエアに関する研究開発　

 

以上の結果、当連結会計年度における研究開発費の総額は9,387千円となりました。

 

EDINET提出書類

株式会社ショーケース・ティービー(E27894)

有価証券報告書

22/95



 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社が判断したものであります。

 

（1）重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。当社の連結財務諸表の作成にあたり、連結決算日における資産・負債の報告数値、並びに報告期間にお

ける収益・費用の報告数値は、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき、見積り及び判断を

行う必要があります。経営者は、これらの見積りについての過去実績や状況に応じて合理的に判断しております

が、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。

　当社の連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)連結財務諸

表　注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載しております。

 

（2）財政状態の分析

（資産）

 当連結会計期間末における資産合計は、2,577,696千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が1,141,761千

円、受取手形及び売掛金が196,792千円、営業投資有価証券が174,561千円、のれんが386,230千円、投資有価証券が

229,519千円であります。

（負債）

　当連結会計期間末における負債合計は、1,351,657千円となりました。主な内訳は、短期借入金が200,110千円、

１年内返済予定の長期借入金が216,852千円、長期借入金が664,849千円であります。

（純資産）

　当連結会計期間末における純資産合計は、1,226,039千円となりました。

 

（3）経営成績の分析

（売上高）

当連結会計年度の売上高は、1,859,232千円となりました。セグメント別の詳細は、「第２　事業の状況　１　

業績等の概要　（1）業績」に記載のとおりです。

（営業利益）

売上原価は、563,307千円、販売費及び一般管理費は1,104,336千円となりました。

この結果、営業利益は191,589千円となりました。

（経常利益）

営業外収益は1,425千円、営業外費用は29,024千円となりました。

この結果、経常利益は、163,990千円となりました。

（税金等調整前当期純利益）

特別利益は170千円、特別損失は78,998千円となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は85,162千円となりました。

（親会社株主に帰属する当期純利益）

親会社株主に帰属する当期純利益は12,069千円となりました。
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（4)キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況については、「第２　事業の状況、１　業績等の概要　(2)キャッシュ・フローの状

況」をご参照ください。

 
（5）経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載のとおりで

ありますが、外部要因と内部要因に大別されます。

外部要因としては、自然災害によるサーバ停止、インターネット関連市場の新たな規制や技術革新、競合他社と

の競争激化、法的規制の変化等により影響を受ける可能性がありますが、このような環境下において、当社の売上

は堅調に推移しております。

内部要因としては、システム障害、コア事業であるeマーケティング事業への依存、特定人物への依存、優秀な

人材の確保や育成、情報漏洩による情報セキュリティの管理等の影響を受ける可能性がありますが、組織体制の整

備及び内部管理体制の強化により、これらのリスク要因に対応するよう努めてまいります。

 

（6）経営者の問題意識と今後の方針について

経営者の問題意識と今後の方針については、「第２　事業の状況　３　対処すべき課題」に記載のとおりであり

ますが、収益拡大のためには既存事業の拡大及び知名度の向上のための広報活動、グローバル展開への対応、新規

事業及び新商品の開発が必要不可欠であると認識しております。そのためには、優秀な人材の確保や組織体制の整

備をこれまで以上に強化し、これらの課題に対して企業価値向上を図るべく、当社経営陣は最善の事業戦略を立案

するよう努めてまいります。

 

（7）経営戦略の現状と見通し

当社は、「豊かなネット社会をつくる」という企業理念のもと、インターネットにおもてなしの心を掛け合わせ

た、Webサイト最適化サービスの提供をコア事業として展開してまいりました。今後もインターネット広告市場や

EC化率が急速に伸長するなかで、Webサイト最適化に関する企業のニーズもさらに高まっていくものと見込んでお

ります。

このような状況のもと、当社は顧客のニーズに応えるため、サービスの改良・開発に努めてまいりました。ま

た、ユーザの属性情報や行動履歴などを蓄積した当社独自のDMPを活用した広告事業や、セキュリティ関連のサー

ビスを開発・提供するなど、新たな分野での事業展開を進めてまいりました。さらに、これらのサービス開発を行

うとともに、関連する独自技術に対しては、特許取得し権利化を進めております。

今後も、Webサイト最適化サービスをコア事業としながら、セキュリティやFintech分野でのサービス拡充、人工

知能（AI）、AR（拡張現実）/VR（仮想現実）技術などを活用した付加価値の高いサービスの開発・提供を進めて

まいります。

 

EDINET提出書類

株式会社ショーケース・ティービー(E27894)

有価証券報告書

24/95



第３ 【設備の状況】

 

 
１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、94,184千円であり、セグメントごとの主な設備投資は以

下のとおりであります。設備の新設等の資金は、自己資金により賄っております。

　なお、経営成績に重要な影響を及ぼすような設備の除却、売却などはありません。

 

(1)eマーケティング事業

　　ソフトウエア開発等によるもの　 75,179千円

　(2)Webソリューション事業

　　ソフトウエア開発等によるもの　 6,816千円

　(3)全社共通

　　ソフトウエア開発等によるもの　 10,694千円

 
２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

 平成29年12月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

建物
工具、器具
及び備品

ソフトウエア 合計

本社
(東京都港区)

全社共通 本社事務所 9,880 3,124 18,521 31,526
40

（２）

eマーケティング
事業

サーバ及び
ソフトウエ
ア

― 4,291 67,937 72,228 42

Webソリューショ
ン事業

サーバ及び
ソフトウエ
ア

― 0 17,081 17,081 6

 

 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．本社の建物は賃借しており、年間賃借料は37,334千円であります。

４．従業員数は就業人員であります。なお、従業員数の（　）は、臨時従業員数を外書きしております。

　

(2) 国内子会社

重要な設備はありません。

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】(平成29年12月31日現在)

(1) 重要な設備の新設等

　　該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

　　該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 21,480,000

計 21,480,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成29年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年３月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,768,000 6,775,200
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 6,768,000 6,775,200 ― ―
 

（注）１．提出日現在発行数には、平成30年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　①第４回新株予約権（平成23年４月27日　取締役会決議）

 
事業年度末現在

(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年２月28日)

新株予約権の数(個) 17 17

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ７ ７

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) （注）１、２ （注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円)  125 （注）３ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成25年４月29日
至　平成33年３月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 125
資本組入額 63（注）４

同左

新株予約権の行使の条件 （注）５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、取締役会の承認を要す
る。

 
同左

 

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）６ 同左
 

 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は800株であります。

 

２. 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。
　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

　
   また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」と

いう。）を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合に

は、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができ

る。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

 

３．新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
   また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分

を行う場合（当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合を除く。）は、次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

　
   上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他

上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理

的な範囲内で行使価額を調整することができる。

 

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする。
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５．新株予約権行使の条件

　(１)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社の取締

役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの

限りではない。

 

　(２)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

 

　(３)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとす

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

６．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式

会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部承継する株式会社、新設

分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株

式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の方針にて

交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るも

のとする。

 

　(１)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類　

　　　　　再編対象会社の普通株式とする。

 

　(２)各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数　

組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式

数」という。）とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数を切捨てる。

 

　(３)新株予約権を行使することができる期間

上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の

満了日までとする。

 

　(４)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金　　　　　　　　　　

　　　　　上記４に準じて決定する。

 

 （５）各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行

使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

 

　(６)新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者が社外協力者の場合は、権利行使時において、当社との協力関係にあることと

する。

 

　(７)新株予約権の取得事由

①当社は、新株予約権が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得

することができる。

 

②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する

ことができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株

予約権の一部を定める。

 

　(８)譲渡による新株予約権の取得の制

限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譲渡による新株予約権の取得に

ついては、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 
７．当社は、平成28年４月１日付で普通株式１株につき２株、平成28年８月１日付で普通株式１株につき２株と

する株式分割を行っております。これにより、上記に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株

予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本

組入額」が調整されております。
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　②第５回新株予約権（平成26年４月15日　取締役会決議）

 
事業年度末現在

（平成29年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成30年２月28日）

新株予約権の数(個) 70 52

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) （注）１、２ （注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 188（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成28年５月２日
至　平成36年３月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　188
資本組入額　94（注）４

同左

新株予約権の行使の条件 （注）５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、取締役会の承認を要す
る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６ 同左
 

 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は400株であります。

 

２. 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

 

   また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」と

いう。）を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合に

は、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができ

る。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

 

３．新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
   また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分

を行う場合（当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合を除く。）は、次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

　
   上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他

上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理

的な範囲内で行使価額を調整することができる。

  

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする。
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５．新株予約権行使の条件

　(１)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社の取締

役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの

限りではない。

 

 (２)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

 

　(３)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。　　　　　　　

　

６．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式

会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部承継する株式会社、新設

分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株

式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の方針にて

交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るも

のとする。

 

　(１)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類　

　　　　　再編対象会社の普通株式とする。

 

　(２)各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数　

組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式

数」という。）とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数を切捨てる。

 

　(３)新株予約権を行使することができる期間

上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の

満了日までとする。

 

　(４)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金　　　　　　　　　　

　　　　　上記４に準じて決定する。

 

 （５）各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行

使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

 

　(６)新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新株予約権の割当を受けた者が社外協力者の場合は、権利行使時において、当社との協力関係にあることと

する。

 

　(７)新株予約権の取得事由

①当社は、新株予約権が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得

することができる。
　

②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する

ことができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株

予約権の一部を定める。

 

 （８）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

７．当社は、平成28年４月１日付で普通株式１株につき２株、平成28年８月１日付で普通株式１株につき２株と

する株式分割を行っております。これにより、上記に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株

予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本

組入額」が調整されております。
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　③第６回新株予約権（平成26年５月15日　取締役会決議）

 
事業年度末現在

（平成29年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成30年２月28日）

新株予約権の数(個) ６ ６

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) （注）１、２ （注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 188（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成28年６月２日
至　平成36年３月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　188
資本組入額　94（注）４

同左

新株予約権の行使の条件 （注）５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、取締役会の承認を要す
る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６ 同左
 

 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は400株であります。

 

２. 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式

数を調整するものとする。
 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

 

   また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」と

いう。）を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合に

は、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができ

る。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

 

３．新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。
　

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

　
   また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分

を行う場合（当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合を除く。）は、次の算式に

より調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

 

   上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る

自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他

上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理

的な範囲内で行使価額を調整することができる。

  

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする。
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５．新株予約権行使の条件

　(１)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社の取締

役、監査役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの

限りではない。

 

 (２)新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

 

　(３)新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。　　　　　　　

　

６．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

下総称して「組織再編行為」という。）をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式

会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部承継する株式会社、新設

分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又は、株

式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の方針にて

交付するものとする。ただし、以下の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るも

のとする。

 

　(１)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類　

　　　　　再編対象会社の普通株式とする。

 

　(２)各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数　

組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数（以下「承継後株式

数」という。）とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数を切捨てる。

 

　(３)新株予約権を行使することができる期間

上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の

満了日までとする。

 

　(４)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金　　　　　　　　　　

　　　　　上記４に準じて決定する。

 

 （５）各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、行

使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。

 

　(６)新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新株予約権の割当を受けた者が社外協力者の場合は、権利行使時において、当社との協力関係にあることと

する。

 

　(７)新株予約権の取得事由

①当社は、新株予約権が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得

することができる。
　

②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得する

ことができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株

予約権の一部を定める。

 

 （８）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

 

７．当社は、平成28年４月１日付で普通株式１株につき２株、平成28年８月１日付で普通株式１株につき２株と

する株式分割を行っております。これにより、上記に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株

予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本

組入額」が調整されております。
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　　④第８回新株予約権（平成28年１月15日　取締役会決議）

 
事業年度末現在

(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年２月28日)

新株予約権の数(個) 1,240 1,240

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) （注）１、２ (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 828（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成29年４月１日
至　平成33年１月19日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　837（注）４
資本組入額　419（注）５

同左

新株予約権の行使の条件 （注）６ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、取締役会の承認を要す
る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)７ 同左
 

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は400株であります。

 
２. 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合を

行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点

で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
 

   また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす

る。

　

３．新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使

価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

   また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

   上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか

る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行

株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。さらに、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分

割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲

で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

　

４．本新株予約権１個当たりの発行価額は、3,400円とする。

　

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、そ

の端数を切上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする。
　

６．新株予約権行使の条件
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(１)新株予約権者は、当社の重要な経営指標としている経常利益が下記(a)又は(b)に掲げる目標水準を満たし

ている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合（以

下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として行使することができる。　　　　　　　

(a) 平成28年12月期から平成29年12月期のいずれかの期において経常利益が４億円を超過した場合　行使

可能割合：20％

(b) 平成28年12月期から平成30年12月期のいずれかの期において経常利益が５億円を超過した場合　行使

可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書（連結損

益計算書を作成している場合、連結損益計算書）における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基

準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会

で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の

数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

 

(２)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業

員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が

認めた場合は、この限りではない。

 

　(３)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

 

　(４)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 

７．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

　(１)交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 

(２)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

 
(３)各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１、２に準じて決定する。

 

　(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記３で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記７（３）に従って決定される当

該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

 

(５)新株予約権を行使することができる期間

上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期

間の満了日までとする。

 

(６)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記５に準じて決定する。

 

　(７)譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

(８)その他新株予約権の行使の条件

　　上記６に準じて決定する。

 

　(９)新株予約権の取得事由及び条件

当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承
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認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を

もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

新株予約権者が権利行使をする前に、上記６に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場

合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

　(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
８．当社は、平成28年４月１日付で普通株式１株につき２株、平成28年８月１日付で普通株式１株につき２株と

する株式分割を行っております。これにより、上記に記載の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株

予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本

組入額」が調整されております。

　

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 
(4) 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年３月26日
（注）１

517 6,717 20,850 135,850 20,850 115,850

平成25年７月20日
（注）２

1,336,683 1,343,400 ― 135,850 ― 115,850

平成27年３月18日
（注）３

150,000 1,493,400 124,200 260,050 124,200 240,050

平成27年４月17日
（注）４　　　　

45,000 1,538,400 37,260 297,310 37,260 277,310

平成27年１月１日～　
平成27年12月31日
（注）１

109,900 1,648,300 26,562 323,872 26,562 303,872

平成28年４月１日
（注）５

1,665,800 3,314,100 ― 323,872 ― 303,872

平成28年８月１日
（注）６

3,371,800 6,685,900 ― 323,872 ― 303,872

平成28年１月１日～　
平成28年12月31日
（注）１　　　　　

62,500 6,748,400 10,676 334,548 10,676 314,548

平成29年１月１日～
平成29年12月31日
（注）１

19,600 6,768,000 1,666 336,214 1,666 316,214

 

(注) １．新株予約権の権利行使による増加であります。

２．平成25年７月20日付で普通株式１株を200株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が増加しておりま

す。

　　　３．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

　　　　　発行価格　　1,800円

　引受価額　　1,656円

　資本組入額　 828円

　　　４. 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

　　　　　発行価格　　1,656円

　　　　　資本組入額　　828円

         割当先　　　野村證券株式会社

５. 平成28年４月１日付で普通株式１株を２株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が増加しておりま

す。

６. 平成28年８月１日付で普通株式１株を２株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が増加しておりま

す。

７. 平成30年１月１日から平成30年２月28日の間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が7,200株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ676千円増加しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ショーケース・ティービー(E27894)

有価証券報告書

36/95



 

(6) 【所有者別状況】

平成29年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 16 34 23 27 3 3,755 3,858 ―

所有株式数
(単元)

― 5,382 6,447 542 3,788 33 51,471 67,663 1,700

所有株式数
の割合(％)

― 7.954 9.528 0.801 5.598 0.048 76.069 100.00 ―
 

 

(7) 【大株主の状況】

平成29年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

森　雅弘 東京都港区 1,586,800 23.45

永田　豊志 東京都新宿区 1,201,200 17.75

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地　 221,500 3.27

ＢＮＹ 　ＧＣＭ 　ＣＬＩＥＮ
Ｔ 　ＡＣＣＯＵＮＴ 　ＪＰＲ
Ｄ 　ＡＣ 　ＩＳＧ（ＦＥ－Ａ
Ｃ）　　（常任代理人　株式会
社三菱東京ＵＦＪ銀行）

ＰＥＴＥＲＢＯＲＯＵＧＨ　ＣＯＵＲＴ　１
３３　ＦＬＥＥＴ　ＳＴＲＥＥＴ　ＬＯＮＤ
ＯＮ　ＥＣ４Ａ２ＢＢ　ＵＮＩＴＥＤ　ＫＩ
ＮＧＤＯＭ　　　　　　　　　　　　　　　
（東京都千代田区丸の内２丁目）

162,200 2.40

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 154,700 2.29

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 140,900 2.08

ＣＨＡＳＥ 　ＭＡＮＨＡＴＴＡ
Ｎ　ＢＡＮＫ　ＧＴＳ　　　　
ＣＬＩＥＮＴＳ 　ＡＣＣＯＵＮ
Ｔ 　ＥＳＣＲＯＷ 　　　　　
（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部）

５ＴＨ 　ＦＬＯＯＲ,ＴＲＩＮＩＴＹ 　　　
ＴＯＷＥＲ９,ＴＨＯＭＡＳ　ＭＯＲＥ　 　
ＳＴＲＥＥＴ 　ＬＯＮＤＯＮ,Ｅ１Ｗ 　１Ｙ
Ｔ,ＵＮＩＴＥＤ 　ＫＩＮＧＤＯＭ 　　　　
（東京都港区港南２丁目１５－１品川イン
ターシティＡ棟）

115,600 1.71

株式会社ＳＢＩ証券　　　 東京都港区六本木１丁目６番１号　　　 82,000 1.21

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口５）

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 71,900 1.06

与儀　幸由 沖縄県名護市 71,700 1.06

計 － 3,808,500 56.28
 

 

(注) １．自己株式は所有しておりません。

２．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口） 　154,700株

　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口５） 71,900株
 

３.　平成29年11月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、レオス・キャピ

タルワークス株式会社が平成29年10月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、

当社としては当事業年度末における実質所有株式数の確認ができてませんので、上記大株主の状況には含

めておりません。

　　なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
　保有株券等の数　　

（株）
株券等保有割合　

（％）
レオス・キャピタル
ワークス株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 132,000 1.95
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

6,766,300
 

67,663
―

単元未満株式
普通株式

1,700
― ―

発行済株式総数 6,768,000 ― ―

総株主の議決権 ― 67,663 ―
 

 

② 【自己株式等】

　該当事項はありません。

 
(9) 【ストックオプション制度の内容】

　

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定

に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

　第４回新株予約権（平成23年３月30日定時株主総会及び平成23年４月27日取締役会決議）

決議年月日 平成23年４月27日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員31名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

(注)　本書提出日現在におきましては、付与対象者は、権利行使、付与対象者の退職等による権利の喪失により１名

であります。「新株予約権の目的となる株式の数」は8,000株であります。（自己新株予約権を除く。)
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 第５回新株予約権（平成26年３月26日定時株主総会及び平成26年４月15日取締役会決議）

決議年月日 平成26年４月15日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役１名
当社監査役１名
当社従業員41名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

(注)　本書提出日現在におきましては、付与対象者は、権利行使、付与対象者の退職による権利の喪失により７名で

あります。「新株予約権の目的となる株式の数」は、28,000株であります。

 

 第６回新株予約権（平成26年３月26日定時株主総会及び平成26年５月15日取締役会決議）

決議年月日 平成26年５月15日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員２名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

(注)　本書提出日現在におきまして、付与対象者は、付与対象者の退職による権利の喪失により１名であり、「新株

予約権の目的となる株式の数」は、2,400株であります。
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 第８回新株予約権（平成28年１月15日取締役会決議）

決議年月日 平成28年１月15日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役６名（注１）
当社監査役３名
当社従業員25名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
 

(注)１.　2017年３月29日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役２名は、2017年６月15

日開催の取締役会において第８回新株予約権の保有及び行使の継続承認を得ております。

(注)２.　本書提出日現在におきまして、付与対象者は、付与対象者の退職による権利の喪失により31名であり、「新

株予約権の目的となる株式の数」は、496,000株であります。

 
 

２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 該当事項はありません。
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】
　

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】
　

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
　

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
　

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、今後の事業展開にむけた内部留保についても

勘案しながら、業績を反映した水準で利益還元について検討することを基本方針としております。

なお、当社は年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、

「取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めてお

ります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、普通配当5.5円としております。

内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開に向けた成長投資として研究開発費用及び優秀な人材確

保、特に技術者の採用・人件費として投入していくこととしております。

 

　（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（千円） 1株当たりの配当額（円）

平成30年３月28日
定時株主総会

37,224 5.5
 

 

 
４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年12月 平成29年12月

最高(円)  －  －  9,370

1,604
 ○1,604
△1,047
□1,135

2,446

最低(円)  －  －  3,025

510
○510
△935
□928

1,011

 

(注) １．最高・最低株価は、平成28年12月21日より東京証券取引所第一部における株価であり、それ以前は東京証券

取引所マザーズにおける株価を記載しております。なお、平成28年12月期の最高・最低株価のうち、○印は

東京証券取引所マザーズにおける株価であります。

２．当社株式は、平成27年３月19日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該

当事項はありません。

　　　 ３．△印は、株式分割（平成28年４月１日、1株→２株）による権利落後の株価であります。

　　　 ４．□印は、株式分割（平成28年８月１日、1株→２株）による権利落後の株価であります。

 
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成29年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 1,251 1,261 1,150 1,930 2,446 2,214

最低(円) 1,100 1,011 1,011 1,070 1,381 1,378
 

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所第一部における株価であります。
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５ 【役員の状況】
男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長
― 森　雅弘 昭和38年９月１日生

昭和63年４月 株式会社リクルート入社

（注）

３
1,586,800

平成８年10月

 
株式会社タスクシステムプロ

モーション入社

平成９年11月

 
有限会社フューチャーワークス

入社

平成10年９月 株式会社フューチャーワークス

 
 

（現　株式会社ショーケース・

ティービー）代表取締役

平成15年５月 株式会社スマートイメージ　

取締役

平成27年４月 当社　代表取締役社長（現任）

平成27年９月 株式会社オープンランウェイ

ズ　取締役　

取締役

副社長
― 永田　豊志 昭和41年１月19日生

昭和63年４月 株式会社リクルート入社

（注）

３
1,201,200

平成８年１月 株式会社ワークスコーポレー

ション　取締役

平成11年７月 株式会社フロッグエンターテイ

メント　代表取締役

平成15年５月 株式会社スマートイメージ設立

代表取締役

平成17年11月 当社　代表取締役

平成18年４月 当社　取締役

平成26年10月 当社　Webソリューション事業部

事業部長　兼　イノベーショ

ン・テクノロジー本部（現　

オープンイノベーション本部本

部長）

平成27年４月 当社　取締役副社長（現任）

平成27年10月 株式会社アンジー　取締役　　

平成28年３月 合同会社TRIPLEX　代表社員（現

任）

平成29年４月 株式会社インクルーズ　取締役

（現任）

平成29年７月 株式会社Showcase Capital　　

代表取締役（現任）

取締役

ＣＦＯ
― 佐々木 義孝 昭和48年９月６日生

平成８年11月

 
 

日本輸送機株式会社入社（現 

ニチユ三菱ロジネクスト株式会

社）

（注）

３

 
48,000

平成17年３月

 
株式会社プロパスト入社

経営企画室長

平成21年６月 株式会社トランザクション入社

平成24年９月

 

長谷川ホールディングス株式会

社（現　HITOWAホールディング

ス株式会社） 取締役経営企画

室長

 
長谷川ナーシングパートナー株

式会社（現　HITOWAナーシング

パートナー株式会社）　取締役

平成26年２月

 
当社入社 管理本部本部長　　

（現任）

平成26年３月 当社 取締役（現任）

平成27年10月 株式会社アンジー　監査役　　

平成29年４月 株式会社インクルーズ　取締役

（現任）

平成29年４月 株式会社ウォームライト　社外

取締役

平成29年７月 galaxy株式会社　監査役（現

任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役
グループ戦略本部

本部長
高山　慎太郎 昭和52年４月30日生

平成13年４月 株式会社フリード入社（現 株式

会社フォーバル・リアルスト

レート）

（注）

３
28,000

平成19年10月 当社入社　eマーケティング事業

部事業部長

平成24年８月 当社　取締役（現任）

平成27年５月 当社　トレーディングデスク事

業部（現　データマーケティン

グ事業部事業部長）

平成28年７月
株式会社アクル　代表取締役

平成29年４月 株式会社アクル　取締役（現

任）

平成29年５月 コグニロボ株式会社　取締役

（現任）

平成30年１月 グループ戦略本部本部長（現

任）

取締役 ― 矢部　芳一 昭和30年１月17日生

昭和52年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社

三菱東京UFJ銀行）入行

（注）

３
―

平成10年４月 スイス三和銀行　社長

平成15年５月 UFJつばさセキュリティーズアジ

ア（現 三菱UFJセキュリティー

ズ（香港））社長

平成19年６月 MUハンズオンキャピタル　代表

取締役社長

平成23年６月

 
同社　代表取締役会長

平成26年１月 マルハンジャパン銀行　頭取

平成28年４月 サタパナ銀行　取締役副会長

平成29年３月 当社　社外取締役（現任）

平成29年６月 株式会社フルッタフルッタ　社

外取締役（現任）

取締役 ― 柳　雅二 昭和35年10月23日

昭和59年４月

 
野村證券株式会社　入社

（注）　

３
―

平成23年４月 同社　常務執行役員

平成25年４月 同社　取締役

平成26年４月
高木証券株式会社　専務執行役

員

平成28年４月
株式会社Ｙ'sアソシエイツ　代

表取締役（現任）

平成28年６月
ケミプロ化成株式会社　社外取

締役（現任）

平成29年３月 当社　社外取締役（現任）

常勤監査役 ― 小野 和典 昭和28年７月17日生

昭和53年４月

平成７年７月

平成14年７月

平成18年４月

 
平成19年７月

 
平成21年２月

平成21年４月

平成23年４月

 
 

平成23年５月

 
平成26年３月

日本電気株式会社入社

同社専任部長

同社統括マネージャ

同社エグゼクティブエキスパー

ト

ポールトゥウィン株式会社 

　　取締役副社長

ピットクルー株式会社入社

同社取締役副社長

ポールトゥウィン・ピットク

ルーホールディングス株式会社 

　　常勤監査役

ポールトゥウィン株式会社 

　　監査役

当社 常勤監査役（現任）

（注）

４
23,600

平成29年４月 株式会社アクル　監査役（現

任）

平成29年４月 株式会社インクルーズ　監査役

（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役 ― 南方　美千雄 昭和41年11月13日生

平成４年10月 KPMGセンチュリー監査法人入所

（注）

５
6,000

 （現 新日本有限責任監査法人）

平成８年４月 公認会計士登録

平成12年１月

 
ナスダック・ジャパン株式会社

入社

平成13年９月

 
株式会社アイピーオーバンク設

立　代表取締役（現任）

平成14年８月

 
株式会社みた経営研究所　社外

監査役（現任）

平成14年９月 株式会社リプラス　監査役

平成15年５月

 
株式会社ビー・アイ・シー　監

査役

平成15年12月 アイ・エム・エス・ジャパン株

式会社　監査役

平成21年１月 清和監査法人入所

平成21年４月 同社シニアパートナー

平成24年３月 当社　社外監査役（現任）

平成26年６月

 
株式会社スカイトーク　代表取

締役（現任）

平成27年11月

 
橋本不動産株式会社　社外取締

役（現任）

平成28年３月

 
株式会社音力発電　社外取締役

（現任）

平成28年３月

 
 

株式会社ピー・エス・インター

ナショナル　社外監査役

平成28年４月

 
エッジ・ラボ株式会社　社外監

査役

平成28年６月

 

株式会社ニラク・ジー・シー・

ホールディングス　社外取締役

（現任）

平成29年１月
やまと税理士法人　代表社員

（現任）

平成29年12月
株式会社ポーターズ　監査役

（現任）

監査役 ― 小島　大 昭和40年８月11日生

昭和63年４月 株式会社フクダ住研入社

（注）

５
20,000

平成４年３月 東京第一会計株式会社入社

平成11年10月 税理士登録

平成12年10月 小島大税理士事務所設立

所長（現任）　

平成12年12月 プライムエージェント合名会社

設立　代表社員（現任）

平成13年12月 チェック・コンサルタント有限

会社（現　チェック・コンサル

タント株式会社）　代表取締役

（現任）

平成17年11月 当社　社外監査役（現任）

計 2,913,600
 

(注) １．取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏は、社外取締役であります。

　　 ２．監査役小野和典、監査役南方美千雄及び監査役小島大は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成29年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

４．監査役の任期は、平成30年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。　

５．監査役の任期は、平成29年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方）　

当社グループは、経営の効率性及び透明性を高めながら、株主をはじめとした多くのステークホルダーの利益

を最大化し、企業価値を向上させるために、コーポレート・ガバナンスの確立が重要な経営課題の一つであると

考えております。

　そのような状況を踏まえ、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応しながら、関係諸法令を遵守し、経営組織体

制を整備運用してまいります。　

 

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況　

（a）会社の機関の基本説明　

当社は、取締役会、監査役会を設置するとともに、独立した組織として内部監査室を設置し、会計監査人

との連携を強めることで内部統制システムを強固なものとしております。

1)取締役会　

取締役会は、社内取締役４名及び社外取締役２名により構成されており、月１回の定時取締役会開催に加

えて、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では定款及び法令で定められた事項の

他、経営に関する重要事項についての審議・決定を行っております。取締役会には監査役が毎回出席し、取

締役の業務執行状況の監査を行っております。　

 

2)監査役会

監査役会は、監査役３名により構成され、全て社外監査役であり、うち１名が常勤監査役であります。非

常勤監査役は、公認会計士及び税理士であり、それぞれ専門的見地から経営監視を行っております。監査役

は、原則として、毎月１回の監査役会を開催し、また、取締役会及び社内の重要会議に出席し、当社の経営

に対する監視並びに取締役の職務執行についての監査を行っております。
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3)経営会議

経営会議は、取締役、常勤監査役並びに経営幹部で構成しており、毎月２回開催し、当社の経営に関する

重要事項の審議を行うとともに、当社の事業遂行状況に関する報告を行い、経営情報の共有と業務執行にお

ける効率化を図ることを目的としております。

 
4)内部監査室

当社の内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が担当しております。内部監査室は、業務の有効性及び

効率性を担保することを目的として、年間の内部監査計画に基づき、内部監査を実施し、監査結果を代表取

締役に報告するとともに、監査対象部門に対して業務改善のための指摘を行い、改善の報告をさせておりま

す。また、定期的に監査役会及び会計監査人と会合を開催し、情報交換を行い、監査に必要な情報の共有化

を行っております。

 

5)コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、当社の代表取締役を委員長とし、取締役、監査役、各部門長に相当する者及

び顧問弁護士で構成されております。コンプライアンス委員会では、全社に対して法令・定款違反をはじめ

としたコンプライアンス違反を未然に防止するとともに、違反が生じた場合でも速やかに対応をすることで

被害を最小限に留めるよう情報の収集や意見交換を行うとともに、社員教育の徹底を行っております。

 

②内部統制システムの整備状況

当社グループの内部統制システムに関しましては、会社法及び会社法施行規則に定める、業務の適正を確保

するための体制について、取締役会において内部統制システムの基本方針を定めております。

（a）取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制　

 1)　取締役は、当社グループが共有すべきルールや考え方を表した「経営理念」を通じて、当社グループに

おける企業倫理の確立並びに取締役及び使用人による法令、定款及び社内規程の遵守の確保を目的に掲げ

ている当社グループの「倫理綱領」を率先垂範するとともに、その遵守の重要性につき繰り返し情報発信

することにより、その周知徹底を図ります。

 2)　内部監査室は、「経営理念」及び「倫理綱領」の周知徹底のための活動を行い、当社及びその子会社に

おける法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行います。

 3)　取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直

ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告します。

 4)　内部監査室及びコンプライアンス委員会を通じて、当社グループにおける法令違反又は「経営理念」も

しくは「倫理綱領」の違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努めます。

 5)　コンプライアンス委員会は、当社グループにおける不正行為の原因究明、再発防止策の策定及び情報開

示に関する審議を行い、その結果を踏まえて内部監査室は、再発防止策の展開等の活動を推進します。

 6） コンプライアンスに関連した相談・連絡・通報を受ける窓口（以下「ヘルプライン」という）を当社グ

ループ内外に設置し、当社およにその子会社は、違反行為の早期発見に努め、適切に対処します。当社及

びその子会社は、ヘルプラインを通じて相談を行った者に対し、当該相談などを行ったことを理由に不利

な取り扱いを行いません。

 

（b）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 1)　取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書管理規

程」に基づき適切に作成、保存、管理します。

 2)　情報セキュリティに関しては、重要性を認識するとともに、情報セキュリティに関する規程、マニュア

ル等を整備し、必要な社内教育を実施します。
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（c）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 1)　当社グループは、適切なリスク管理を行うため、「リスク管理規程」を策定し、当該規程によりリスク

管理に関する方針及び体制を定めます。

 2)　当社及びその子会社は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定

したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施します。

 3) 内部監査室は、当社及びその子会社が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう必要な支

援、調整及び指示を行います。

 4)　経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、内部監査室に

おいて十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告します。

 5)　当社及びその子会社は、当社グループの事業に関する重大なリスクを認識したときまたは重大なリスク

の顕在化の兆しを認知したときは、速やかに内部統制推進部門にその状況を報告するとともに、特に重要

なものについては、取締役会及び監査役会に報告します。

 

（d）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

 1)　取締役会は、当社グループの中期経営目標並びに年間予算を決定し、その執行状況を監督します。

 2)　取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、職務権限規程、稟議規程に基づき、各取締役、従業

員の職務権限を定め、さらに必要に応じ職務権限を移譲します。

 3)　職務の執行により一層の迅速化・効率化を図るため必要と認められる場合は、その内容が定款変更に関

わる場合を除き、「取締役会規程」に基づく組織の変更を行うことができることとします。

 

（e）従業員のコンプライアンスを確保するための体制

 1)　当社グループの従業員が業務を行うにあたり倫理綱領を法令及び定款とともに遵守するための体制を整

備し、併せて従業員に対するコンプライアンス教育及び啓発行動を行います。

 2)　当社及びその子会社における業務の執行状況を適切に把握し、適切な助言及び勧告を行うための内部監

査体制を整備します。また、必要に応じた内部監査体制を整備することができることとします。

 

（f）財務報告の信頼性を確保するための体制

 1)　当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に

基づき、評価、維持、改善等を行います。

 
（g）監査役の職務を補助すべき従業員の独立性に関する事項

 1)　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、会社は、監査役の職務を補助するた

め、当社グループの従業員の中から選び、専任の従業員として配置することができることとします。

 2)　前号の監査役の職務を補助する従業員に係る人事異動、人事考課、処罰等の決定については、事前に監

査役会の承認を得ることとします。

　

（h）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 1)　監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席します。

 2)　監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができることとします。

 3)　監査役への報告を行った役員及び従業員は、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱い

も受けないこととします。

 4)　監査役が職務の執行上必要とする費用等については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ

た場合を除き、その費用等を当社が負担します。

　

（i）反社会的勢力との関係断絶に向けた基本的な考え方及びその整備状況

 1)　反社会的勢力対策規程において反社会的勢力排除を明記するとともに、当社グループの取締役及び使用

人に対し周知徹底を図ります。

 2)　反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を

構築します。
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③リスク管理体制の整備状況

当社におけるリスク管理体制に関しては、リスク管理規程に基づき、リスクが発生し、又は発生する可能性

があり、必要と認められる場合においては、リスク対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行えるよう体制

を整えております。

　

④会計監査の状況

当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。業務を執行した公認会計士の氏名、監査

業務に係る補助者の構成等は、以下のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

公認会計士　業務執行社員　 藥袋　 政彦

公認会計士　業務執行社員　小野木　幹久　

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　８名

その他　　　13名

　

⑤株式の保有状況

（a）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　　　　　　　　　　４銘柄

貸借対照表計上額の合計額　97,850千円

　

（b）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保

有　　目的

該当事項はありません。

 
（c）保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

　

⑥社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役２名、社外監査役３名（うち常勤監査役１名）であります。各社外役員は、いずれも経

営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機

能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べ

られる人材を選任しており、社外取締役矢部芳一、柳雅二、社外監査役小野和典、南方美千雄、小島大を、証

券取引所が定める独立役員として届け出ております。

社外取締役矢部芳一は、経営全般に関する業務執行の経験や経営者としての豊富な知見、また金融業界にお

いて数多くの要職を歴任していることから、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの意識、見識を有

しております。

社外取締役柳雅二は、金融業界において数多くの要職を歴任しており、経営に対する豊富な経験と幅広い見

識を有しております。

社外監査役小野和典は、経営全般に関する業務執行の経験、またＩＴ業界における経営者及び監査役として

の豊富な経験と知見を有しております。

　社外監査役南方美千雄は、公認会計士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、当社の経営戦

略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。

　社外監査役小島大は、税理士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、当社の経営戦略及び取

締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。

　なお、常勤監査役小野和典は当社株式23,600株と42,400株相当分の当社新株予約権、社外監査役南方美千雄

は当社株式6,000株と32,000株相当分の当社新株予約権、社外監査役小島大は当社株式20,000株と20,000株相当

分の当社新株予約権を保有しております。

それ以外に各社外役員と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありませ

ん。

当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、各社外役員は当社と資本関係のあ

る会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと考えます。

⑦内部監査、監査役監査及び会計監査　の相互連携並びに内部統制部門との関係
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監査役、会計監査人の連携については、会計監査に係るプロセス、監査上重要な会計項目、内部統制の整

備・運用状況等について意見交換を適宜実施おります。その他、常勤監査役については必要に応じて、会計監

査人の監査へ同席、意見交換・情報共有を行っております。

監査役及び内部監査室は、監査活動において常に連携をとっております。常勤監査役と内部監査室は、週次

の頻度で、監査活動及び会社の状況等について情報交換を行っております。また、内部監査室は、監査役に対

して内部監査の監査結果を共有、監査役会に出席し会社の状況に関する情報について適宜報告を行っておりま

す。その他、常勤監査役は必要に応じて内部監査に同席し、適宜連携して内部統制を推進しております。
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⑧役員報酬等の内容

(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数　

区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役員
の員数（名）

基本報酬
ストック・オ
プション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

50,358 50,358 ― ― ― ５

社外役員 14,143 14,143 ― ― ― ６
 

　

(b)報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額　

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　

(c)使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの　

使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。

　

(d)役員報酬等の額の決定に関する方針　

当社の役員報酬の額については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定し

ております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役につ

いては監査役の協議により決定しております。

　

⑨責任限定契約

当社は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く）及

び監査役との間において、当社に対する損害賠償責任について、法令が定める範囲で限定する契約を締結する

ことができる旨定款に定めております。

　

⑩取締役の定数

当社の取締役は７名以内とする旨を定款に定めております。

　

⑪取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累

積投票によらないものとする旨定款に定めております。

　

⑫中間配当の決定機関

当社は、取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として、会社法第454条第５項に規定する中間配当

をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な資本政策の遂行を可能とすること

を目的とするものであります。

　

⑬自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款に定

めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等に

より自己の株式を取得することを目的とするものであります。

　

⑭株主総会の特別決議要件

当社は、会社法309条第２項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めており

ます。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものであります。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

提出会社

 

前事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

15,000 ―
 

 

区分

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社  20,000  ―

連結子会社  ―  ―

計  20,000  ―
 

 
② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。　

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

 

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査報酬については、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、当社と監査法人と協議の上決定しておりま

す。　

 

EDINET提出書類

株式会社ショーケース・ティービー(E27894)

有価証券報告書

51/95



第５ 【経理の状況】

 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により、財務諸表を作成しており

ます。

 

(3) 当連結会計年度(平成29年１月１日から平成29年12月31日まで)は、当連結会計年度中に株式を取得したことによ

る子会社が連結対象になったこと及び子会社の重要性が高まったことに伴い、初めて連結財務諸表を作成している

ため、比較情報を記載しておりません。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年１月１日から平成29年12月31

日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年１月１日から平成29年12月31日まで)の財務諸表について、新日本有限

責任監査法人の監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等が主催

する研修への参加及び財務・会計の専門書の購読により専門的情報を積極的に収集することに努めております。

　さらに、今後は公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同法人が行う研修等に参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

          (単位：千円)

          
当連結会計年度

(平成29年12月31日)

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,141,761

  受取手形及び売掛金 196,792

  商品及び製品 3,651

  営業投資有価証券 174,561

  繰延税金資産 7,181

  その他 33,305

  貸倒引当金 △2,448

  流動資産合計 1,554,806

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 23,337

    減価償却累計額 △9,652

    建物及び構築物（純額） 13,685

   その他 11,651

   有形固定資産合計 25,336

  無形固定資産  

   のれん 386,230

   ソフトウエア 113,483

   その他 123,455

   無形固定資産合計 623,169

  投資その他の資産  

   投資有価証券 229,519

   繰延税金資産 111,534

   その他 44,111

   貸倒引当金 △10,781

   投資その他の資産合計 374,384

  固定資産合計 1,022,890

 資産合計 2,577,696
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          (単位：千円)

          
当連結会計年度

(平成29年12月31日)

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 39,970

  短期借入金 200,110

  1年内返済予定の長期借入金 216,852

  未払法人税等 45,055

  その他 146,897

  流動負債合計 648,885

 固定負債  

  長期借入金 664,849

  繰延税金負債 37,922

  固定負債合計 702,771

 負債合計 1,351,657

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 336,214

  資本剰余金 312,578

  利益剰余金 561,375

  株主資本合計 1,210,168

 新株予約権 3,516

 非支配株主持分 12,354

 純資産合計 1,226,039

負債純資産合計 2,577,696
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 1,859,232

売上原価 563,307

売上総利益 1,295,925

販売費及び一般管理費 ※１，※２  1,104,336

営業利益 191,589

営業外収益  

 受取利息 175

 助成金収入 900

 その他 349

 営業外収益合計 1,425

営業外費用  

 支払利息 3,493

 投資事業組合運用損 5,000

 持分法による投資損失 18,804

 その他 1,725

 営業外費用合計 29,024

経常利益 163,990

特別利益  

 新株予約権戻入益 170

 特別利益合計 170

特別損失  

 固定資産除却損 ※３  8,837

 減損損失 ※４  30,646

 段階取得に係る差損 34,930

 その他 4,584

 特別損失合計 78,998

税金等調整前当期純利益 85,162

法人税、住民税及び事業税 82,664

法人税等調整額 △4,511

法人税等合計 78,152

当期純利益 7,009

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △5,060

親会社株主に帰属する当期純利益 12,069
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【連結包括利益計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

当期純利益 7,009

包括利益 7,009

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 12,069

 非支配株主に係る包括利益 △5,060
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度(自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)

 (単位：千円)

 
株主資本

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 334,548 314,998 629,188 1,278,735 3,686 － 1,282,421

当期変動額        

剰余金の配当   △53,987 △53,987   △53,987

新株の発行（新株予約権

の行使）
1,666 1,666  3,332   3,332

親会社株主に帰属する当

期純利益
  12,069 12,069   12,069

連結範囲の変動   △7,302 △7,302   △7,302

持分法の適用範囲の変動   △18,591 △18,591   △18,591

連結子会社の増資による

持分の増減
 △2,075  △2,075   △2,075

連結子会社株式の売却に

よる持分の増減
 △2,011  △2,011   △2,011

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
    △170 12,354 12,184

当期変動額合計 1,666 △2,420 △67,812 △68,566 △170 12,354 △56,382

当期末残高 336,214 312,578 561,375 1,210,168 3,516 12,354 1,226,039
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

          (単位：千円)

          当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益 85,162

 減価償却費 77,919

 のれん償却額 45,372

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △949

 受取利息及び受取配当金 △175

 支払利息 3,493

 持分法による投資損益（△は益） 18,804

 投資事業組合運用損益（△は益） 5,000

 固定資産除却損 8,837

 減損損失 30,646

 段階取得に係る差損益（△は益） 34,930

 売上債権の増減額（△は増加） 18,256

 たな卸資産の増減額（△は増加） △540

 営業投資有価証券の増減額（△は増加） △174,561

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,806

 その他 △12,296

 小計 136,092

 利息及び配当金の受取額 175

 利息の支払額 △3,493

 法人税等の支払額 △91,367

 営業活動によるキャッシュ・フロー 41,407

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 有形固定資産の取得による支出 △10,611

 無形固定資産の取得による支出 △83,573

 投資有価証券の取得による支出 △73,535

 投資有価証券の償還による収入 10,000

 敷金及び保証金の差入による支出 △1,254

 敷金及び保証金の回収による収入 14,608

 子会社株式の取得による支出 △4,562

 子会社株式の売却による収入 2,190

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※２  △157,606

 事業譲受による支出 ※３  △271,480

 その他 11,908

 投資活動によるキャッシュ・フロー △563,917

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少） 200,110

 長期借入れによる収入 800,000

 長期借入金の返済による支出 △76,547

 ストックオプションの行使による収入 3,332

 非支配株主からの払込みによる収入 2,260

 配当金の支払額 △53,702

 財務活動によるキャッシュ・フロー 875,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 352,942

現金及び現金同等物の期首残高 776,415

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 12,403

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  1,141,761
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数

4社

主要な連結子会社の名称

株式会社インクルーズ、galaxy株式会社、株式会社Showcase Capital、株式会社アクル

なお、株式会社インクルーズ及びgalaxy株式会社については株式の取得により、株式会社Showcase Capitalにつ

いては新規設立に伴い、株式会社アクルについては重要性が増したことに伴い、当連結会計年度より連結の範囲に

含めております。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社数

1社

会社等の名称

株式会社アンジー

なお、株式会社アンジーについては、当連結会計年度より連結財務諸表を作成することとなったため持分法適用

の範囲に含めております。

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、株式会社インクルーズの決算日は９月30日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、連

結決算日で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致

しております。

 
４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券（営業投資有価証券を含む）

時価のないもの

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合等への出資

入手可能な直近の決算書に基づき、組合の損益のうち当社の持分相当額を加減する方法によっておりま

す。

②　たな卸資産

商品及び製品

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平

成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　 ８～27年

工具、器具及び備品　 ４～12年

②　無形固定資産

のれん

その効果が発現すると見積もられる期間（４～６年）にわたり均等償却を行っております。

市場販売目的のソフトウエア

見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大き

い額を当期償却額としております。

自社利用目的のソフトウエア
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社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

その他の無形固定資産

顧客関連資産については、対価の算定根拠となった将来の収益獲得見込期間（７年）に基づく定額法を採

用しております。商標権については、見込有効期間（10年）に基づく定額法を採用しております。

 

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 
(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当連

結会計年度から適用しております。
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(連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

役員報酬 91,201千円

給料手当 470,787千円

法定福利費 80,525千円

支払手数料 83,800千円
 

　

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

研究開発費 9,387千円
 

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 

 
当連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

工具、器具及び備品 2,185千円

ソフトウエア 6,651千円

計 8,837千円
 

 

※４ 減損損失

当連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

 

場所 用途 種類 金額

― ― のれん 24,771千円

東京都港区 事業用資産 ソフトウエア 5,874千円

合　計 30,646千円
 

①　減損損失の認識に至った経緯

広告事業について、事業の収益性が低下し固定資産の帳簿価額の回収が見込めなくなったことから、当該事業に係

る資産グループについて減損損失を認識しております。

②　資産のグルーピングの方法

当社グループでは、管理会計上の区分を基礎として資産のグルーピングを行っております。

③　回収可能性の算定方法

回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスのため、回収

可能価額をゼロとして算定しております。
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(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

該当事項はありません。

 
(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日）

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,748,400 19,600 ― 6,768,000
 

　
　（注）普通株式の増加数は、新株予約権の行使によるものであります。

 

２  自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

 

３  新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ―
4,216
(700)

合計 ― ― ― ―
4,216
(700)

 

 （注）１．ストック・オプションとしての新株予約権のため、目的となる株式の種類及び数の記載を省略してお

り　　ます。

２．自己新株予約権については、（外書き）により表示しております。

　

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年３月29日
定時株主総会

普通株式 53,987 8 平成28年12月31日 平成29年３月30日
 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成30年３月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 37,224 5.5  平成29年12月31日 平成30年３月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

 

 
当連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

現金及び預金 1,141,761千円

現金及び現金同等物 1,141,761千円
 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

①　株式の取得により新たに株式会社インクルーズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

株式会社インクルーズの株式の取得価額と株式会社インクルーズ取得のための支出（純額）との関係は次のと

おりです。

 
流動資産 53,697千円

固定資産 163,734千円

のれん 118,462千円

流動負債 △25,793千円

固定負債 △200,422千円

非支配株主持分 △8,877千円

株式の取得価額 100,800千円

現金及び現金同等物 △19,768千円

差引：取得のための支出 81,031千円
 

 
②　株式の取得により新たにgalaxy株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにgalaxy

株式会社の株式の取得価額とgalaxy株式会社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりです。

 
流動資産 89,902千円

固定資産 9,081千円

のれん 108,831千円

流動負債 △66,208千円

固定負債 △1,607千円

株式の取得価額 140,000千円

現金及び現金同等物 △63,424千円

差引：取得のための支出 76,575千円
 

　

※３ 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受にかかる資産及び負債の主な内訳

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

 
固定資産 83,127千円

のれん 188,352千円

事業譲受価額 271,480千円

事業譲受による支出 271,480千円
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また資金調達については金融機関からの借入

による方針であります。当社グループは、デリバティブ取引を行っておりません。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業投資有価証券及び投資有価

証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。営業債

務等は流動性リスクに晒されております。

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、営業債権については管理本部が取引先別に期日及び残高を管理するとともに、入金状況を各

事業部門に随時連絡しております。

 
② 市場リスクの管理

営業投資有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、

市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

 
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、管理本部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しており

ます。

 
２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注２)を参照ください。)。

 

当連結会計年度(平成29年12月31日)

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

(1) 現金及び預金 1,141,761 1,141,761 ―

(2) 受取手形及び売掛金 196,792 196,792 ―

資産計 1,338,554 1,338,554 ―

(1) 支払手形及び買掛金 39,970 39,970 ―

(2) 短期借入金 200,110 200,110 ―

(3) 未払法人税等 45,055 45,055 ―

(4) 長期借入金（１年内返済予定を含む） 881,701 881,701 ―

負債計 1,166,837 1,166,837 ―
 

(注１)　金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資  産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

　

負  債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

　

(4）長期借入金（１年内返済予定を含む）
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これらは変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は借入実行後大きく異なっ

ていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

　

(注２)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
 (単位：千円)

区分 平成29年12月31日

営業投資有価証券 174,561

投資有価証券 229,519
 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めてお

りません。

当連結会計年度において、営業投資有価証券について100,019千円の減損処理を行っております。

　

(注３)　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

当連結会計年度(平成29年12月31日)
 

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

預金 1,141,437 ― ― ―

受取手形及び売掛金 196,792 ― ― ―

合計 1,338,229 ― ― ―
 

　

(注４)　長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

当連結会計年度(平成29年12月31日)
 

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 200,110 ― ― ― ― ―

長期借入金 216,852 216,852 216,864 116,856 85,237 29,040

合計 416,962 216,852 216,864 116,856 85,237 29,040
 

　

 
(有価証券関係)

当連結会計年度(平成29年12月31日)

１．その他有価証券

非上場の営業投資有価証券（連結貸借対照表計上額174,561千円）、投資有価証券（株式（同97,850千円）、投資事

業有限責任組合等への出資（同126,669千円）、その他（同5,000千円））については、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

 
３．減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、営業投資有価証券100,019千円について減損処理を行っております。
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。
 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

当連結会計年度(平成29年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。

なお、提出会社におきましては、平成28年４月１日付で、株式１株につき２株の割合で、平成28年８月１日付で株

式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますので、以下は、株式分割考慮後の株式数により記載しておりま

す。

 

(1) ストック・オプションの内容
　

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成23年４月27日 平成26年４月15日 平成26年５月15日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員31名
当社取締役１名
当社監査役１名
当社従業員41名

当社従業員２名

株式の種類及び付与数 普通株式240,000株 普通株式139,200株 普通株式4,800株

付与日 平成23年４月28日 平成26年５月１日 平成26年６月１日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けたもの
は、権利行使時において、当社の
取締役、監査役又は、従業員たる
地位を保有していることとする。
ただし、当社取締役会の承認を得
た場合はこの限りではない。
新株予約権者が死亡した場合は、
相続は認めないものとする。
新株予約権の質入れ、担保権の設
定は認めないものとする。

同左 同左

対象勤務期間 対象期間の定めはありません。 同左 同左

権利行使期間
自　平成25年４月29日
至　平成33年３月30日

自　平成28年５月２日
至　平成36年３月26日

自　平成28年６月２日
至　平成36年３月26日

 

　

名称 第７回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 平成26年９月29日

付与対象者の区分及び人数 外部協力者４名

株式の種類及び付与数 普通株式42,400株

付与日 平成26年９月30日

権利確定条件
新株予約権の質入れ、担保権の設
定は認めないものとする。

対象勤務期間 対象期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成26年10月１日
至　平成36年９月29日
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 第８回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 平成28年１月15日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役６名
当社監査役３名
当社従業員25名

株式の種類及び付与数 普通株式516,000株

付与日 平成28年１月20日

権利確定条件

①　新株予約権者は、当社の重要な経営指標としている経常利益が下記(a)又は(b)に
掲げる目標水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株
予約権のうち、当該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を
限度として行使することができる。
(a) 平成28年12月期から平成29年12月期のいずれかの期において経常利益が４億円超
過した場合　行使可能割合：20％
(b) 平成28年12月期から平成30年12月期のいずれかの期において経常利益が５億円を
超過した場合　行使可能割合：100％
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される
損益計算書（連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書）における経常利
益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重
要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。ま
た、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に
１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社
の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、
定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

対象勤務期間 対象期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成29年４月１日
至　平成33年１月19日

 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

 

 
第４回

新株予約権
第５回

新株予約権
第６回

新株予約権
第７回

新株予約権
第８回

新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
平成23年
４月27日

平成26年
４月15日

平成26年
５月15日

平成26年
９月29日

平成28年
１月15日

権利確定前      

 前事業年度末(株) ― ― ― ― 516,000

  付与(株) ― ― ― ― ―

  失効(株) ― ― ― ― 20,000

  権利確定(株) ― ― ― ― ―

  未確定残(株) ― ― ― ― 496,000

権利確定後      

 前事業年度末(株) 19,200 36,400 2,400 5,600 ―

  権利確定(株) ― ― ― ― ―

  権利行使(株) 5,600 8,400 ― 5,600 ―

  失効(株) ― ― ― ― ―

 未行使残(株) 13,600 28,000 2,400 ― ―
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② 単価情報

 

 
第４回

新株予約権
第５回

新株予約権
第６回

新株予約権
第７回

新株予約権
第８回

新株予約権

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
平成23年
４月27日

平成26年
４月15日

平成26年
５月15日

平成26年
９月29日

平成28年
１月15日

権利行使価格(円) 125 188 188 188 828

行使時平均株価(円) 1,471 1,313 ― 2,101 ―

付与日における公正な評価
単価(円)

― ― ― ― 9
 

 

３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ショーケース・ティービー(E27894)

有価証券報告書

68/95



 

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
当連結会計年度

(平成29年12月31日)
  

繰延税金資産      

　未払事業税 3,049千円    

　減価償却費 10,022 〃    

　貸倒引当金 4,347 〃    

　営業投資有価証券評価損 33,806 〃    

　資産調整勘定 87,508 〃    

　繰越欠損金 8,272 〃    

　その他 15,821 〃    

繰延税金資産小計 162,827千円    

評価性引当額 △44,111 〃    

繰延税金資産合計 118,716千円    

      

繰延税金負債      

　顧客関連資産 28,826 〃    

　商標権 8,961 〃    

　その他 134 〃    

繰延税金負債合計 37,922 〃    

繰延税金資産純額 80,793千円    
 

 

(注)　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
 

 
当連結会計年度

(平成29年12月31日)
  

流動資産－繰延税金資産 7,181千円    

固定資産－繰延税金資産 111,534 〃    

固定負債－繰延税金負債 37,922 〃    
 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 

 
当連結会計年度

(平成29年12月31日)
  

法定実効税率 30.9％    

（調整）      

のれん償却額 25.7％    

連結調整項目 9.6％    

子会社税率差異 △3.6％    

還付法人税額 △7.8％    

税額控除額 △7.2％    

評価性引当額の増減額 45.5％    

その他 △1.2％    

税効果会計適用後の法人税等の負担率 91.8％    
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(企業結合等関係)

（取得による企業結合）

当社は、平成29年４月14日開催の取締役会に基づき、同日付で株式会社インクルーズの株式譲渡契約書を締結し、平

成29年４月28日付で当該株式を取得しております。

 

(1)　企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業内容

被取得企業の名称   株式会社インクルーズ

事業の内容         モバイルコンテンツ事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業

② 企業結合を行った主な理由

株式会社インクルーズは、「モバイルコンテンツ事業」、「ゲームデザイン事業」、「キャラクター事業」の

３つの事業展開をするデザインモバイルコンテンツの企画・制作に強みを持つ企業です。

当社は、当社のO2Oソリューションやスマートフォン関連サービスとの連携・融合を図り、スマートフォンア

プリをはじめとするモバイルコンテンツビジネスの展開及び事業拡大を進めていくため、株式会社インクルーズ

の株式を取得しました。

③ 企業結合日

平成29年４月28日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率   ―

企業結合日に取得した議決権比率 　　　 42％（58％）

取得後の議決権比率               　  42％（58％）

※株主間契約書等で株主総会における当社の議決権行使に同意している者の持分比率を（　）外数で記載して

おります。

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を42％を取得するとともに、同意している者の所有割合が58％となるためであり

ます。

 
(2)　連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成29年４月１日から平成29年12月31日まで

 
(3)　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　　　　　　　　　現金 　100,800千円

取得原価 　100,800千円
 

 
(4)　主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　2,177千円

 
(5)　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額

118,462千円

② 発生原因

今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

③ 償却方法及び償却期間

６年間にわたる均等償却
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(6)　のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重

平均償却期間

種類 金額
加重平均
償却期間

顧客関連資産 105,441千円 ７年

商標権 31,640千円 10年

合計 137,081千円 7.7年
 

　

(7)　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 53,697千円

固定資産 145,851千円

資産合計 199,548千円

流動負債 25,793千円

固定負債 158,448千円

負債合計 184,241千円
 

　

(8)　企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額及びその算定方法

売上高 67,234千円
 

（概算額の算定方法）

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高と、取得企業の連結損益計算書におけ

る売上高との差額を、影響の概算額としております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

 
（取得による企業結合）

当社は、平成29年６月15日開催の取締役会において、galaxy株式会社の株式を取得することを決議し、平成29年７月

１日付で株式を取得いたしました。

 
(1)　企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業内容

被取得企業の名称   galaxy株式会社

事業の内容         オンデマンド出版事業、メディア事業

② 企業結合を行った主な理由

galaxy株式会社はお客様のご要望に応じて書籍を１冊からでも印刷・流通に乗せることができる Amazon POD

や電子書籍化を行い、電子書籍の配信サイトへの配信を行うなどの出版ソリューション「Galaxy Books」を提供

し、個人事業主や中小企業経営者のブランディングを支援する企業です。

様々なジャンル、職種、書籍サイズ、ページ数などに対応することから、多数の出版ノウハウを蓄積してお

り、Amazon ランキングで１位を獲得する書籍も多く出版しております。今回、当社が株式を取得する galaxy株

式会社が展開する出版ソリューションと、当社の Web マーケティングに関するノウハウを活かし、データマーケ

ティング事業や広告関連サービスとの連携・融合を図った、新たな価値あるソリューションを創出してまいりま

す。

③ 企業結合日

平成29年７月１日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率   ―

企業結合日に取得した議決権比率 　　　 100％

取得後の議決権比率               　  100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
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当社が現金を対価として株式の100％を取得したためであります。

 
(2)　連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成29年７月１日から平成29年12月31日まで

 
(3)　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　　　　　　　　　現金 　140,000千円

取得原価 140,000千円
 

 
(4)　主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリーに対する報酬・手数料　　5,050千円

 

(5)　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額

108,831千円

② 発生原因

今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

③ 償却方法及び償却期間

６年間にわたる均等償却

 
(6)　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 89,902千円

固定資産 9,081千円

資産合計 98,984千円

流動負債 66,208千円

固定負債 1,607千円

負債合計 67,815千円
 

 

(7)　企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額及びその算定方法

売上高 164,975千円
 

（概算額の算定方法）

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高と、取得企業の連結損益計算書におけ

る売上高との差額を、影響の概算額としております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

 
（取得による企業結合）

当社は、平成29年８月29日の取締役会決議に基づき、平成29年９月１日付で日本移動体通信株式会社よりスマート

フォン購入検討者向けアフィリエイト広告事業を譲り受けております。

 
(1)　企業結合の概要

① 相手先企業の名称及び取得した事業の内容

相手先企業の名称   　日本移動体通信株式会社

取得した事業の内容   スマートフォン購入検討者向けアフィリエイト広告事業

② 企業結合を行った主な理由

当社のスマートフォン最適化やWebマーケティング最適化に関するノウハウを活かし、本事業の成長を加速して

いくと共に、データマーケティング事業や広告関連サービスとの連携・融合を図った、新たな価値のあるソ

リューションを創出するためであります。

③ 企業結合日

平成29年９月１日

④ 企業結合の法的形式
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現金を対価とする事業譲受

⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。

⑥ 取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とする事業譲受であるためです。

 
(2)　連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成29年９月１日から平成29年12月31日まで

 
(3)　取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　　　　　　　　　現金 　200,000千円

取得原価 　200,000千円
 

　

(4)　主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリーに対する報酬・手数料　　6,550千円

 
(5)　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額

138,760千円

② 発生原因

今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

③ 償却方法及び償却期間

６年間にわたる均等償却

 
(6)　企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額及びその算定方法

当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

 
（取得による企業結合）

当社は、平成29年９月28日の取締役会決議に基づき、平成29年10月１日付で日本移動体通信株式会社より女性向けラ

イフスタイル情報メディア運営事業を譲り受けております。

 
(1)　企業結合の概要

① 相手先企業の名称及び取得した事業の内容

相手先企業の名称   　日本移動体通信株式会社

取得した事業の内容   女性向けライフスタイル情報メディア運営事業

② 企業結合を行った主な理由

当社のスマートフォン最適化やWebマーケティング最適化に関するノウハウを活かし、本事業の成長を加速して

いくと共に、当社のコンバージョンDMP「ZUNOH」を活用したデータマーケティング事業などとの連携・融合を

図った、新たな価値のあるソリューションを創出するためであります。

③ 企業結合日

平成29年10月１日

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする事業譲受

EDINET提出書類

株式会社ショーケース・ティービー(E27894)

有価証券報告書

73/95



 

⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。

⑥ 取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とする事業譲受であるためです。

 
(2)　連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成29年10月１日から平成29年12月31日まで

 
(3)　取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　　　　　　　　　現金 　70,000千円

取得原価 　70,000千円
 

　

(4)　主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリーに対する報酬・手数料　　1,750千円

 
(5)　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額

48,566千円

② 発生原因

今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

③ 償却方法及び償却期間

６年間にわたる均等償却

 
(6)　企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額及びその算定方法

当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

　

（共通支配下の取引等）

当社は、平成29年２月14日開催の取締役会決議に基づき、当社の子会社である株式会社アクルとイープロテクト株式

会社は、平成29年４月１日付で合併いたしました。

　

(1)　取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合企業の名称：株式会社アクル

結合企業の事業の内容：金融領域を対象とした、ビッグデータ活用によるマーケティング支援事業

被結合企業の名称：イープロテクト株式会社

被結合企業の事業の内容：EC領域を対象とした、各種不正対策のためのソリューション事業

② 企業結合日

平成29年４月１日

③ 企業結合の法的形式

株式会社アクルを存続会社とする吸収合併方式で、イープロテクト株式会社は解散いたしました。

④ 結合後企業の名称

株式会社アクル
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⑤ その他取引の概要に関する事項

本合併により、事業運営体制の強化と、経営効率の一層の効率化を図ることを目的としております。なお、第

１四半期連結会計期間において実施したイープロテクト株式会社の追加取得により、段階取得に係る差損34,930

千円が発生しております。

　

(2)　実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日）に基づき、共通支配下の取引と

して処理しております。

 
(資産除去債務関係)

当社グループは、不動産賃貸借契約に基づく賃貸期間終了後の原状回復義務を資産除去債務に関する会計基準の

対象としております。

　当社グループは、当連結会計年度末における資産除去債務について、負債計上に代えて、賃貸借契約に関連する

敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、当連結会計年度の負担に属す

る金額を費用に計上する方法によっております。　
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社は、事業部門を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「eマーケティング事業」、「Web

ソリューション事業」、「投資事業」の３つを報告セグメントとしております。

　

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「eマーケティング事業」は、クラウド型のwebサイト最適化サービス「ナビキャストシリーズ」やセキュリティ

強化を目的とした「ProTech（プロテック）シリーズ」の提供、クラウド型サービスから得られるデータを蓄積した

DMPサービス「ZUNOH」とそれを活用した運用型広告サービスの提供などが主となっております。その他にも、メ

ディアの運営とアフィリエイト広告、FinTech領域に特化したソリューション提供や、パーソナルブランディング支

援サービスの提供も行っております。

「Webソリューション事業」は、不動産Web管理システムである「仲介名人」の提供や、クラウド型多言語オー

ディオガイドアプリシステム「Audio guide Q」、携帯やスマートフォン向けのキセカエサービス、ゲームデザイン

制作支援、自社制作キャラクターを活用したIPビジネス展開などを行っております。

「投資事業」に関しては、国内外のユニークな技術保有やサービス提供を行っているスタートアップに対して、

積極的な投資を行っております。投資先企業のIPOなどによるキャピタルゲインだけでなく、eマーケティング事業

やwebソリューション事業とのシナジー創出が期待可能な企業を中心に投資を行っております。

 
(3) 報告セグメントの変更等に関する事項

当連結会計年度において、主にベンチャーキャピタル事業を営む株式会社Showcase Capitalを設立し連結子会社

となったことに伴い、報告セグメントとして「投資事業」を新たに追加しております。

　

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠

した方法であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

　

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

(単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
（注１）

連結財務諸表
計上額
（注２）

eマーケティン
グ事業

Webソリュー
ション事業

投資事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 1,463,317 395,914 ― 1,859,232 ― 1,859,232

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,463,317 395,914 ― 1,859,232 ― 1,859,232

セグメント利益又は損失
（△）

765,921 1,322 △101,227 666,016 △474,427 191,589

セグメント資産 717,231 346,861 208,009 1,272,103 1,305,593 2,577,696

その他の項目       

  減価償却費 36,828 23,507 ― 60,335 17,584 77,919

　のれん償却費 26,851 18,520 ― 45,372 ― 45,372
 

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。

（1）セグメント利益又は損失（△）の調整額は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（2）セグメント資産の調整額は、主に全社資産であり、報告セグメントに帰属しない資産であります。

 ２．セグメント利益又は損失（△）は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

当連結会計年度(自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、該当事項はありま

せん。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

   (単位：千円)

 
報告セグメント

全社・消去 合計eマーケティン
グ事業

Webソリュー
ション事業

投資事業 計

減損損失 30,646 ― ― 30,646 ― 30,646
 

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度(自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

 
報告セグメント

全社・消去 合計eマーケティン
グ事業

Webソリュー
ション事業

投資事業 計

当期末残高 280,861 105,369 ― 386,230 ― 386,230
 

　（注）のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

　

 
【関連当事者情報】

１．　関連当事者との取引

開示が必要となる重要な取引がないため、記載を省略しております。

 
２．　親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ショーケース・ティービー(E27894)

有価証券報告書

77/95



 

(１株当たり情報)

 

 
当連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり純資産額 178.81円

１株当たり当期純利益金額 1.79円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

1.73円
 

 

(注) 　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当連結会計年度

(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

１株当たり当期純利益金額  

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 12,069

　普通株主に帰属しない金額(千円) ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
　(千円)

12,069

　普通株式の期中平均株式数(株) 6,755,262

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

　親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) ―

　普通株式増加数(株) 232,745

　(うち新株予約権)(株) (232,745)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　     該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― 200,110 0.5 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― 216,852 0.5 ―

長期借入金(１年以内に返済予定のも
のを除く。)

― 664,849 0.6 平成31年～平成37年

合計 ― 1,081,811 ― ―
 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
 

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 216,852 216,864 116,856 85,237
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計

年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

　　　当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (千円) ― 806,889 1,345,025 1,859,232

税金等調整前
四半期(当期)純利益金額

(千円) ― 109,607 204,052 85,162

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額

(千円) ― 67,587 131,271 12,069

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 10.01 19.44 1.79
 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益
金額又は１株当たり四半
期純損失金額（△）

(円) ― 3.60 9.43 △17.65

 

（注）第２四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、第１四半期の数値は記載しておりませ

ん。

EDINET提出書類

株式会社ショーケース・ティービー(E27894)

有価証券報告書

79/95



２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年12月31日)
当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 776,415 976,363

  受取手形 ― 604

  売掛金 ※1  173,197 ※1  158,381

  前払費用 21,493 16,775

  その他 12,067 18,577

  貸倒引当金 △3,017 △2,448

  流動資産合計 980,157 1,168,253

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 10,982 9,880

   工具、器具及び備品 6,261 7,415

   有形固定資産合計 17,243 17,296

  無形固定資産   

   のれん 36,603 179,307

   ソフトウエア 90,164 103,541

   その他 45 45

   無形固定資産合計 126,813 282,893

  投資その他の資産   

   投資有価証券 174,584 229,519

   関係会社株式 94,000 278,645

   関係会社長期貸付金 ― 363,320

   繰延税金資産 24,586 107,150

   その他 30,955 23,498

   貸倒引当金 ― △92,651

   投資その他の資産合計 324,126 909,482

  固定資産合計 468,183 1,209,672

 資産合計 1,448,340 2,377,926
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年12月31日)
当事業年度

(平成29年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 ※1  34,573 ※1  32,030

  短期借入金 ― 200,000

  1年内返済予定の長期借入金 ― 199,992

  未払金 42,352 42,438

  未払法人税等 43,586 40,800

  その他 45,407 24,991

  流動負債合計 165,919 540,253

 固定負債   

  長期借入金 ― 572,509

  固定負債合計 ― 572,509

 負債合計 165,919 1,112,762

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 334,548 336,214

  資本剰余金   

   資本準備金 314,548 316,214

   その他資本剰余金 450 450

   資本剰余金合計 314,998 316,664

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 629,188 608,769

   利益剰余金合計 629,188 608,769

  株主資本合計 1,278,735 1,261,648

 新株予約権 3,686 3,516

 純資産合計 1,282,421 1,265,164

負債純資産合計 1,448,340 2,377,926
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 ※１  1,375,608 ※１  1,497,956

売上原価 290,729 ※１  348,541

売上総利益 1,084,878 1,149,415

販売費及び一般管理費 ※１,※２  752,889 ※１,※２  829,606

営業利益 331,989 319,809

営業外収益   

 受取利息 219 ※１  1,535

 助成金収入 1,851 900

 その他 146 545

 営業外収益合計 2,217 2,980

営業外費用   

 支払利息 354 1,873

 一部指定関連費用 25,750 ―

 貸倒引当金繰入額 ― 92,651

 その他 0 5,260

 営業外費用合計 26,104 99,786

経常利益 308,102 223,003

特別利益   

 新株予約権戻入益 ― 170

 特別利益合計 ― 170

特別損失   

 固定資産除却損 1,537 6,651

 減損損失 ― 30,646

 関係会社株式売却損 ― 34,252

 関係会社株式評価損 ― 41,340

 自己新株予約権消却損 27,100 ―

 その他 ― 884

 特別損失合計 28,637 113,775

税引前当期純利益 279,464 109,397

法人税、住民税及び事業税 88,401 74,779

法人税等調整額 14,215 1,049

法人税等合計 102,616 75,828

当期純利益 176,848 33,568
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費  27,139 11.0 39,716 12.1

Ⅱ 経費 ※１ 220,661 89.0 288,111 87.9

   当期総費用  247,800 100.0 327,828 100.0

　　当期商品仕入高  87,322  74,927  

合計  335,122  402,755  

　　他勘定振替高 ※２ 44,392  54,214  

   売上原価  290,729  348,541  
 

 

(注)  ※１  主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

業務委託費 184,582 217,647

減価償却費（ソフトウエア） 16,850 41,171
 

 

※２ 他勘定振替高の主な内訳はソフトウエアへの振替であります。

 

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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③ 【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合

計資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 323,872 303,872 450 304,322 485,305 485,305 1,113,500 △27,550 1,085,950

当期変動額          

新株の発行（新株予

約権の行使）
10,676 10,676  10,676   21,352  21,352

剰余金の配当     △32,966 △32,966 △32,966  △32,966

当期純利益     176,848 176,848 176,848  176,848

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       31,236 31,236

当期変動額合計 10,676 10,676 ― 10,676 143,882 143,882 165,234 31,236 196,470

当期末残高 334,548 314,548 450 314,998 629,188 629,188 1,278,735 3,686 1,282,421
 

　

 
 当事業年度(自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合

計資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 334,548 314,548 450 314,998 629,188 629,188 1,278,735 3,686 1,282,421

当期変動額          

新株の発行（新株予

約権の行使）
1,666 1,666  1,666   3,332  3,332

剰余金の配当     △53,987 △53,987 △53,987  △53,987

当期純利益     33,568 33,568 33,568  33,568

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       △170 △170

当期変動額合計 1,666 1,666 ― 1,666 △20,418 △20,418 △17,086 △170 △17,256

当期末残高 336,214 316,214 450 316,664 608,769 608,769 1,261,648 3,516 1,265,164
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関係会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合等への出資

入手可能な直近の決算書に基づき、組合の損益のうち当社の持分相当額を加減する方法によっております。

 
２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　８～27年

工具、器具及び備品　　４～８年

 
(2) 無形固定資産

のれん

その効果が発現すると見積もられる期間（４～６年）にわたり均等償却を行っております。

市場販売目的のソフトウエア

見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額

を当期償却額としております。

自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 
３ 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 
４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 
(表示方法の変更)

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表

等規則第127条第１項に定める様式に基づいて作成しております。

また、財務諸表等規則第127条第２項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に

変更しております。

 

以下の事項について、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第８条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第２項により、記載を省略し

ております。

・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条２項により、記載を省略しておりま

す。

・財務諸表等規則第68条の４に定める１株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省略し

ております。
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・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第２項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の３の２に定める減損損失に関する注記については、同条第２項により、記載を省略し

ております。

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項によ

り、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第95条の５の３に定める潜在株式調整後１株当たり当期純損益金額に関する注記については、

同条第４項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略しておりま

す。

　

(貸借対照表関係）

前事業年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「貯蔵品」、「前渡金」、「繰延税金資産」につ

いては、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方

法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「貯蔵品」204千円、「前渡金」

4,636千円、「繰延税金資産」3,991千円、「その他」3,235千円は、「その他」12,067千円として組み替えており

ます。

前事業年度において、固定資産の「有形固定資産」に属する資産の減価償却累計額については、財務諸表等規

則第25条を適用し、当該各資産項目に対する控除科目として掲記しておりましたが、当事業年度より当該各資産

の金額から直接控除し、その控除残高を当該資産の金額として表示しております。この表示方法の変更を反映さ

せるため、前事業年度の減価償却累計額については掲記を省略し、純額のみ表記しております。

前事業年度において独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」、「敷金及び保証金」

については、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「長期前払費用」8,490千

円、「敷金及び保証金」18,538千円、「その他」3,926千円は、「その他」30,955千円として組み替えておりま

す。

前事業年度において独立掲記しておりました「流動負債」の「未払費用」、「未払消費税等」、「前受金」、

「預り金」については、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しておりま

す。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未払費用」11,126千円、「未払

消費税等」22,417千円、「前受金」5,662千円、「預り金」6,200千円は、「その他」45,407千円として組み替え

ております。

 
(追加情報)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当事

業年度から適用しております。
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(貸借対照表関係)

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 

 
前事業年度

(平成28年12月31日)
当事業年度

(平成29年12月31日)

短期金銭債権 7,236千円 5,716千円

短期金銭債務 21千円 582千円
 

 

(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高

 

 
前事業年度

(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

営業取引による取引高   

売上高 9,000千円 18,061千円

仕入高 ― 千円 43千円

販売費及び一般管理費 3,027千円 2,693千円

営業取引以外の取引による取引高 ― 千円 1,359千円
 

 

※２　販売費及び一般管理費の主なもの

 

 
前事業年度

(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)

当事業年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)

役員報酬 68,184千円 64,501千円

給料手当 314,326 〃 370,508 〃

賞与 7,024 〃 ― 〃

法定福利費 54,330 〃 61,138 〃

業務委託費 50,260 〃 36,820 〃

支払報酬 45,426 〃 44,225 〃

減価償却費 12,875 〃 12,681 〃

貸倒引当金繰入額 1,477 〃 △568 〃
 

 

おおよその割合

販売費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33.8％　　　　　　　　　　　　　34.1％

一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66.2％　　　　　　　　　　　　　65.9％
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(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株

式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと

おりです。

  (単位：千円)

区分
前事業年度

（平成28年12月31日）
当事業年度

（平成29年12月31日）

子会社株式 20,000 277,985

関連会社株式 74,000 659

計 94,000 278,645
 

 

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

 
前事業年度

(平成28年12月31日)
当事業年度

(平成29年12月31日)

未払事業税 3,060千円 2,737千円

減価償却費 3,949 〃 9,822 〃

貸倒引当金 931 〃 29,137 〃

関係会社株式評価損  ― 〃 12,658 〃

資産調整勘定 20,158 〃 87,508 〃

その他 2,387 〃 11,728 〃

小計 30,487 〃 153,593 〃

評価性引当額 △1,909 〃 △42,937 〃

繰延税金資産合計 28,578千円 110,656千円

   
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主な項目別の内訳

 
前事業年度

(平成28年12月31日)
当事業年度

(平成29年12月31日)

法定実効税率 33.1％ 30.9％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 1.0％

のれん償却額 2.6％ 12.9％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.5％ ―％

還付法人税額 ―％ △6.1％

税額控除額 △0.0％ △5.6％

評価性引当額の増減額 0.1％ 37.5％

その他 0.3％ △1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.7％ 69.3％
 

 

(企業結合等関係)

連結財務諸表の「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま

す。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産
建物 10,982 ― ― 1,102 9,880 9,425

工具、器具及び
備品

6,261 5,236 0 4,081 7,415 13,690

計 17,243 5,236 0 5,183 17,296 23,116

無形固定資産
のれん 36,603 188,352

24,771
（24,771）

20,876 179,307 107,563

ソフトウエア 90,164 92,019
26,429

（5,874）
52,214 103,541 163,894

その他 45 ― ― ― 45 ―

計 126,813 280,372
51,200

（30,646）
73,091 282,893 271,457

 

(注)　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア 市場販売目的ソフトウエア 60,345千円

 自社利用目的ソフトウエア 31,674千円

   
 

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 3,017 95,100 3,017 95,100
 

　

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

　

 
(3) 【その他】

　該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

 
事業年度  １月１日から12月31日まで

定時株主総会  毎事業年度終了後３か月以内

基準日  毎年12月31日

剰余金の配当の基準日
 毎年６月30日
 毎年12月31日

１単元の株式数  100株

単元未満株式の買取り  

    取扱場所 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地　東京証券代行株式会社　本店

    株主名簿管理人 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地　東京証券代行株式会社

    取次所 ―

    買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告の方法により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公
告は当社のホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。
https://www.showcase-tv.com/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

（注）１.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが出来ない

旨、定款に定めております。

 ①会社法第189条第２項各号に掲げる権利

 ②会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

 ③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

（注）２.平成30年３月29日付で株主名簿管理人を次の通り変更いたします。

 株主名簿管理人　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　　　　　　　　　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

 
１ 【提出会社の親会社等の情報】

　 当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第21期(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日)平成29年３月29日関東財務局長に提出。

 

 
(2) 内部統制報告書

平成29年３月29日関東財務局長に提出。

　

(3) 四半期報告書及び確認書

事業年度 第22期第１四半期(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日)平成29年５月15日関東財務局長に

提出。

事業年度 第22期第２四半期(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)平成29年８月14日関東財務局長に

提出。

事業年度 第22期第３四半期(自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日)平成29年11月14日関東財務局長に

提出。

 

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づ

く臨時報告書

平成29年３月31日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成３０年３月２８日

株式会社ショーケース・ティービー

取　締　役　会 　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　藥　　袋　　政　　彦　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　小 野 木　　幹　　久　　㊞

 

 

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ショーケース・ティービーの平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日までの連結会計年度の

連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結

キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を

策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用

される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ショーケース・ティービー及び連結子会社の平成２９年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ショーケース・

ティービーの平成２９年１２月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 
内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

当監査法人は、株式会社ショーケース・ティービーが平成２９年１２月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効

であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成３０年３月２８日

株式会社ショーケース・ティービー

取　締　役　会 　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　藥　　袋　　政　　彦　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　小 野 木　　幹　　久　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ショーケース・ティービーの平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日までの第２２期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属

明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ショーケース・ティービーの平成２９年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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